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午後１時２７分開会 

○水野あゆみ委員長 定刻前ではございますが、お

そろいですので、ただいまより子ども・子育て支

援対策調査特別委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 初めに、記録署名員２名を私

から指名いたします。 

  かねだ委員、ぬかが委員、お願いいたします。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 次に、請願・陳情の審査を議

題といたします。 

  （１）５受理番号１６ 子どもを産み育てやす

い新たな制度を求める請願、（２）５受理番号１

７ 出生率改善・産みやすい環境を整備する施策

を求める請願、以上２件を一括議題といたします。

前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化ございますか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 特に変化は

ございません。 

○水野あゆみ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございませんか。 

○さの智恵子委員 この委員会でもポピュレーショ

ンアプローチについて議題になっております。 

  今回の一般質問で、我が会派の大竹議員が貧困

対策の中でも質問させていただいておりまして、

その中の答弁で、令和６年度から区とのつながり

のない、どこの園にも通園していない５歳児がい

る家庭に対して、区立園の保健師が２か月に１回

訪問し読み語りを行うという答弁がございました。 

  大体あらましにもございますが、人数が約１０

０人ということでございまして、この中で育児相

談等の支援を実施していくということでございま

したが、こちらについては、ポピュレーションア

プローチの内容で第１段ということでよろしいん

でしょうか。 

○子ども家庭部長 いわゆるポピュレーションアプ

ローチというような想定をされているものとはち

ょっと違うんですけれども、子どもたちの文字に

対する興味や親子のつながりなどを強化するため

に、特にどこにも通っていらっしゃらない家庭に

対しての支援を第一歩として始めていくというも

のでございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。確かに５歳児と

いう年齢と１００人ということもございますし、

私たちも答弁を聞いてちょっとびっくりしたとい

うのも印象的にはございます。 

  ただ、確かに５歳児でどこの園にも所属してな

いということでは、この貧困対策の中では大事な

視点かとも思いますが、またこの幼児期から読書

に親しむ習慣ということでも大変重要かとは思っ

ています。 

  ただ、この委員会でもずっと議論をしておりま

す。例えばこの１歳児とか、本当にまた小さい年

齢のときからのこのポピュレーションアプローチ、

大変重要かと思います。これがそれの第１弾と位

置づけられているのであれば、第２、第３も大変

重要かと思いますが、現在の検討状況についてお

聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○子ども政策課長 ポピュレーションアプローチに

つきましては、令和６年度から子ども政策課の方

に新しい係として子育て応援係を創設いたします。 

  そこで、区としてどういった取組ができるかと

いうのを検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

○さの智恵子委員 分かりました。現在も検討中と

いうことでございますので、報告を待ちたいとは
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思いますが、この子育て応援係ということで新た

な部署もできたということでございますので、足

立区の小さなお子様を持つ家庭の本当に保護者の

方たちが安心していろいろな相談ができる体制を

是非お願いしたいと思います。これは要望です。

以上です。 

○西の原ゆま委員 この間、産前産後の家事支援に

ついて、こちらの委員会でも議論してきました。 

  家事支援について、区内在住で出産予定日の６

週間前から出産後３か月までの妊産婦さんがいる

御家庭、つまり４か月とちょっとという期間にな

ります。１時間３０分まで最大で受けると、平日

で７５０円、夜は１，２００円、土日は１，２０

０円となっています。利用上限は１回につき１時

間３０分以内、１週間につき２回までです。 

  区に予算を聞いたら、１時間２，５００円、１

家庭総トータルで１４時間を想定して１８０人分

ということでしたのですが、計算すると６３０万

円となります。総トータルで１４時間は少ないと

思いますが、いかがですか。 

○子ども家庭支援課長 トータルでというところも、

供給をどんどん出せる状況であるならばというふ

うなところなんですが、この事業なんですが、居

宅サービス支援事業者、いわゆる介護保険の事業

者さんとの協働という形で、私どもはこれをお願

いしてやっていただいているというようなところ

があります。 

  事業者さんの方も本業の方でかなり取られてい

てというような中で、なるべくこちらの方に入っ

てきていただきたいというようなところで単価設

定等しているような今の現状でございます。 

  供給増やさなきゃいけないというところは、課

題というところでありますが、引き続きどういっ

た形がいいのかというところについては考えてい

きたいと思っております。 

○西の原ゆま委員 私は産前産後の家事支援を行っ

ていると区はおっしゃっていたので、それなりの

予算が付いていると予想してきたんですけれども、

この産前産後の家事支援の想定人数が１８０人と

いうふうになっていて、先ほど供給だとか事業者

にお願いしているということだったんですけれど

も、あまりにも少ないと思いますが、そこの点に

関してはいかがですか。 

○子ども家庭支援課長 １８０人ということで、１

世代のお子さんの生まれる数が大体３，５００人

ぐらいというふうなところからすると、大体４％

ぐらいとか３％ぐらいが利用いただいているのか

なというふうに考えているところでございます。 

  以前に比べましたら、実はかなり伸びていると

いうようなところがあります。 

  引き続きどういった形でやっていくべきかとい

うことは考えていかなきゃいけないと思っており

ます。 

○西の原ゆま委員 この請願趣旨の中に全ての産婦

に届く継続的な支援策として、安心して出産や子

育てができる環境整備について区を挙げて取り組

んでほしいというものです。産前産後の家事支援

というのは、妊産婦さんが自らアプローチをして

いかなければ届かない制度です。 

  私たち共産党は、０歳児から日常支援生活の支

援として毎月１回紙おむつをはじめとする育児用

品を定期的に届けて見守り、経済的支援を行うこ

と、家事支援かどちらかを選択できるようにする

こと、３，５００人程度と想定されていましたけ

れども、その０歳児に行き届く支援を要望したい

と思います。 

○ぬかが和子委員 今の質疑の中で、この家事支援

について３，５００人中３％、増えているけれど

も３％ということだったと思うんですけれども、

正にこの委員会の中で審議してきたポピュレーシ
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ョンアプローチということを考えると、今、最後

に西の原委員も言っていましたけれども、自分で

申請してヘルプ出せる人はそれで制度利用でまだ

つながるわけですよ。そうじゃない人をどうする

のかが正にここで言うポピュレーションアプロー

チの部分の対応だったというふうに思うんですね。 

  私も実は前回の子ども委員会の資料、それから

本会議でほかの、今、さの委員から指摘があった

質疑と答弁を注視していたんですけれども、その

中で、区立、公立保育園の保育士を使うんだとい

うことを出しているわけですよね。でも、今回に

ついては、まずは５歳児だし、どこにもつながっ

てない人だから１０４名ですよということはある

にしても、区立の保育園の保育士さんは、もちろ

んいろいろな配置しているけれども、もう自分た

ちの今支援児も増えている中で手いっぱいなわけ

じゃないですか。それをどういうふうにやろうと

しているのかお伺いしたいんですが。 

○あだち未来支援室長 前回の委員会の資料のこと

で御質問いただいたのかと思っております。 

  今のぬかが委員の、これ将来的な考えとしてそ

ういうふうな形を、できれば赤ちゃん訪問の後の

ポピュレーションアプローチ、全ての子育て世代

のアプローチということでできるんではないかと

いうような想定を見越して、将来的なことをちょ

っと示させていただいていますので、まだどうい

うふうな形をするのかというスキームはこれから

検討させていただきたいというふうに考えており

ます。 

○ぬかが和子委員 将来的な話はこの後しようと思

っていたんですよ。 

  先ほどさの委員が言ったように、令和６年度、

新年度、将来じゃないんですよ。そこで区立園の

保育士を活用してやると言っているわけでしょう、

答弁で、本会議で。 

  これ保育の体制とかそういうのも含めてどうや

ろうとしているのかお伺いしたいんですけれども。 

○子ども家庭部長 今回はあくまでも未通園の５歳

児ということで、数は絞らせていただいておりま

す。 

  そして、各園に確かに非常に忙しい部分もあり

ますけれども、直接クラスに入っていない保育士

などを活用しながら、まずモデル的にこういう取

組を始めてみようということで、今回取り組むも

のでございます。 

○ぬかが和子委員 今、最初に言ったように、支援

児だって前よりも非常に比重が増えていてという

のはこの１年間議論してきたところですよね。 

  そういう中で、公立園を活用するという、つま

り人的な十分な保障なしに活用するというのはど

うなのかと。もっと言うと、区役所の中に、子ど

も施設指導・支援課でしたか、保育士さんいます

よね。まず例えばそこでやってみて、実践してみ

て、その教訓からどうするかという、いわゆる本

庁にいる保育士さんが自らやってみてどうなのか

ということを検証していく必要があるんじゃない

かと思うんですが。 

○子ども家庭部長 確かに今、ぬかが委員御提案の

方法についても十分可能性があると思いますので、

それらも含めて、どのような取組ができるかとい

うところを来年度一つ一つ実践していきたいと思

っております。 

○ぬかが和子委員 本当に公立保育園の部分につい

て、人的な保障、それは私立だって同じですけれ

ども、今回公立でやると言っているわけで、人的

な保障なしにちょっとそういうものに踏み出すと

いうのは本当にやめてほしいと。 

  それと、先ほどあだち未来支援室長が言われて

いましたように、将来に向けてという、今後の話

だと言った部分についても、実は私は聞こうと思
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っていたんですね。 

  今回は５歳児ということだけれども、ポピュレ

ーションアプローチということを考えたときに、

やっぱり事件が起きたりいろいろなことになるの

は、出産後から１年ですよね。そこでどうつなが

れるか、つながることができるか、行政というの

はあまり自分が頼ってはいけないし頼るべきじゃ

ないし頼りたくないと思っている人たちにどう行

き届くのかというのが、５歳児でやる対処の部分

とは全く別物として重要だというふうに思ってい

るんですね。 

  そこについて、改めてもう一度お願いします。 

○あだち未来支援室長 おむつの宅配等をきっかけ

にした、そういう相談をする自治体がありますけ

れども、そうではなくて、より区の職員とか、保

育士か保健師しかいないんですけども、行政がコ

ミットできるような形ができないかということで

将来的なことを提案させていただいていますけれ

ども、当然保育士、今の体制ではできないので、

そういうことも含めて、そういう体制ができれば、

理想的なものを求めつつ、まずできることから検

討していこうというふうな考えでおります。 

○ぬかが和子委員 それが前回の子ども委員会で言

われていた物の提供ではなく顔と顔が見られる人

を介した相談事業の充実なんだと、暗に紙おむつ

等々を否定するような方向性を前回の委員会の中

で出していて、前回のこのポピュレーションアプ

ローチの支援の表の中で、まだ点線ではあるけれ

ども、こんにちは赤ちゃん訪問に続いての事業と

してはマイ保育園というのを決めるんだというこ

とで、マイ保育園の、要は今の話で行けば、保育

士さんが訪問するというような制度スキームを考

えているのかなというふうに思っているんですね。 

  先ほどお話あった３，５００人出産されるとい

うことで考えて、２００人いないわけですね、家

事援助を使うのは。そうすると、３，２００人、

これをそういう形で訪問をするというのが策とし

て得策なのかということを十分考えた方がいいん

じゃないかと思うんですけれども、どうでしょう

か。 

○あだち未来支援室長 ざっくりと計算してみて、

今のおむつの訪問でもたしか月１回とか、ほかの

自治体でも２回とかなんですね。同じような形で

家庭訪問するとしたら、月１回とか２回訪問する

として、３，５００人を公立保育園の数で割って、

職員を何人ぐらい増やせばいいのかとかというよ

うな想定もしつつ考えていかないといけないのか

なと思っていますので、毎日訪問とか、毎週１回

必ず訪問するというのはなかなか難しいかもしれ

ないんですけれども、ほかの自治体のそういう宅

配事業と同様な形の同じような日数でできるよう

な形であれば、ある程度現実的な数字でできるん

じゃないかという想定はしております。 

○ぬかが和子委員 もし十分な体制を仮に取ったと

して、というかそういう体制なしは絶対駄目だと

いう大前提ですけれども、それでも私はそういう

形がいいのかどうなのかと。もっと言うと、それ

で今まで行政につながりたくない人がつながれる

ようになるのかということを考えなきゃいけない

んじゃないかと。 

  土屋議員がやっぱり本会議で質問しておりまし

たように、紙おむつ等々の宅配等で成功している

ところというのは、単に配るだけじゃなくて、会

ってから宅配ですよと。費用対効果計算するわけ

じゃないけれども、保育士さんをそれだけ膨大に

雇って、今、ただでさえいないのに。それを人件

費考えたら、そういう約束事を決めながら、おむ

つもらえるんならちょっと会おうかしらぐらいの、

そういう方向性も排除しないで考えてほしいと思

うんですが、どうでしょうか。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ５  

 

○あだち未来支援室長 実ははいろいろな御意見も

あったので、おむつの宅配については２３区でも

品川とか江戸川とか豊島が始まっているのを聞い

たんですけれども、これはその事業スキームとし

て、やはりロジスティックをかなり重視した、要

はおむつを宅配して、どういうサイズのものを、

どういうもの手配するのかというようなことを重

視しているような事業になっているんですね。 

  例えば全ての品川、江戸川、豊島はテレビ局が

委託先になっているんですよ。それで配送会社に

再委託している。要は配送会社が、研修を受けた

子育ての知識を持った方が訪問して、そこでなか

なか難しい質問などを受けて相談をするというふ

うに言っているんですけれども、やっぱりその委

託先じゃなくて再委託先にそういうものを求めて

やっている事業で、しかも来年度の予算額も聞い

たらかなり、江戸川などは３．７億円とかという

ふうに言っていますし、品川も１．８億円とか豊

島が１．９億円とか、結構やっぱりそういうよう

な、配達を別にかなりの事業者がもうかっている

わけじゃないんでしょうけれども、なかなか区の

職員がコミットをどこまでできるのかというのを

より調査もしないといけないですので、そこら辺

を含めてちょっと総合的に考えないといけないか

なというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 前回委員会で申し上げたからあ

まり何回も言いませんけれども、仮に３億円掛か

ろうが、学校給食のお金半分浮いたわけですよ。

しかも、学校給食９年間、給食費ただなんですよ。 

  このポピュレーションアプローチに、仮におむ

つ、ミルク、もっと言うと私たちは家事援助も含

めて、自分が受けたいと思うものを選べる、そう

いうポピュレーションアプローチにしたらいいと

いうふうに提案させていただいたんですけれども、

これ１年間ですよ、せいぜい。学校給食のお金の

比ではないわけですよ。 

  そのぐらいの、足立でもしこれが、前回もほか

の会派の議員さんも言っていたけれども、家事支

援と、それからミルクやおむつ、そういうのも含

めて自分はこのサービスを選べますという仕組み

つくれば、２３区初なんですよ。そういうことで、

みんなに行き届く、それがまずスタートだと思う

んですよ。訪問で、保育士さんが仮にたくさん採

用しましたと、何十人も採用しましたと。そうや

って人件費どうなのかというのも、それだったら

特別支援に使ってよとかと思うんですけれども、

仮に採用したとして、それでその方々が訪問した

としますよね。だけれども、当然困難抱えている

人は家には入れたくないし、会いたくないし、チ

ャイムを押しても出てこないですよ。でも、紙お

むつもらえるならじゃあもらおうかなとなるじゃ

ないですか。そこを重視してほしいというふうに

思っていますので、そこを是非前向きに考えてい

ただきたい。再度答弁お願いします。 

○あだち未来支援室長 何らかのきっかけをお渡し

しながら訪問しないといけないというのは当然こ

れは有効な手段なので、ぬかが委員の御提案とい

うのを踏まえつつ、さっき言った我々の調査も踏

まえて、他区の状況、ロジスティックを中心にな

っているのかというようなことを調べつつ、ちょ

っと検討させていただきたいというふうに考えて

おります。 

○伊藤のぶゆき委員 今ちょっと聞いた話なので、

あまり詳しく僕知らないんですけれども、母子手

帳をもらったときに、今ちょっと佐藤委員から教

えてもらったんすけれども、母子手帳をもらいに

行ったときに、保健師さんとその場でしゃべると

金券がもらえるという制度があるのは間違いない

んですか。 

○保健予防課長 こども商品券というのをお配りし
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ております。 

○伊藤のぶゆき委員 さんざんおむつが何だという

話だったら、今の話で、必要としている人が行政

に予約して、家に来て話してもらったときに、今

の金券を渡す制度だったら顔も見られるし、話も

できるじゃないですか。 

○あだち未来支援室長 そういうこともできると思

います。正に福岡市のこのおむつ宅配事業がそう

いうスキームになっています。 

  福岡市は児童館とか公民館とか子育てサロンみ

たいなところに行って、専門員と話して、そこで

デジタルスタンプを押して後日おむつが配送され

るというような仕組みなので、いろいろな自治体

のやり方があるので。 

○伊藤のぶゆき委員 ずっとこの話聞いていると、

行ったところでその人が相談できないとか会えな

いとか、そういう話をずっとこの場で議論してい

て、ポピュレーションアプローチが何だとかとい

う話ですけれども、要は顔を見て相談できる人が、

要するに時間を決めて会えれば、今言ったように、

それが保育士になるのかと、一番はもちろん人的

なものだと思いますけれども、その子どものため

にしか使えない金券をそこでお渡しできれば、今

話している内容はほぼ解消できるような気がする

んですけれども、それは違うんですか。 

○衛生部長 現在の仕組みでは、妊娠時のスマイル

ママ面接、８か月のときのアンケートで、あと生

まれた後に赤ちゃん訪問などしますとその時点、

あと最後１歳のときにファーストバースデーサポ

ートというのがございまして、そこでもアンケー

トに答えていただきますと、総額で全部で２２万

円、こども商品券ですとか子ども用品のカタログ、

このカタログの中には例えばヘルパーさんなどを

頼みたい場合は、そういったことも頼める内容の

ものが含まれております。 

○伊藤のぶゆき委員 だから要は、行政がいかにそ

の人たちにアプローチをするかという議論をここ

にしていますけれども、必要としている人たちが

逆に申し込んでくれて、それに対して、こっちが

やった方が効率がいいじゃないですか。というこ

とは、今話している内容は、今の話を聞いている

と、自分たちでこういうふうに申し込んでくれた

方が家に訪問をして、今言った子どものためだけ

にしか使えない金券を渡した方が、おむつが何だ

とかミルクが何だとかというよりかは、はるかに

多分お母さんとかお父さんは、それで相談も乗れ

るしという、さっき言った配送業者が受けてやっ

ているよりかははるかに効率がいいように感じる

し、使う人がさっき言ったように３，５００人想

定していて１００何人しかやっていませんとかと、

予算がこれしかありませんとかと言うのであれば、

逆に必要としている人たちが自分たちで情報を取

りにいってもらった方が早いわけじゃないですか。

要はそれを行政がどんなに知らせたところで必要

としない人は必要としないし、ということの方が、

ずっとここで今同じ議論を何回も何回も同じ話を

しているようにしか感じないんですけれども、効

率的に考えたら、そういったものの制度をつくっ

た方が早いような気がするんですけれども、それ

については、妊娠したときはどうだとか１歳がど

うだじゃなくて、困っている人たちが予約をして

相談、何に困っているかに相談をして、そのとき

に、今言ったように、これをおむつに使ってくだ

さい、何かしてくださいと言った方がはるかに、

皆さんの手もわずらわないし、予算もある程度収

まってくるんじゃないかなと思うんですけれども、

いかがですかね。 

○あだち未来支援室長 今の話は多分最初の取り掛

かりとちょっと違って、多分家庭訪問をして、そ

の場でアウトリーチをしてというようなアプロー
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チを今議論しているので、ただ今のような、伊藤

委員が言っているようなところはもう足立区は既

にやっているので、ですからおむつを介したポピ

ュレーションアプローチというのは、いわゆる超

重要なマストな事業じゃなくて、よりベターな事

業なのかなと。 

  その見合いというか、そのベターな事業の優先

順位を決めながら、費用対効果も決めながらやら

ないと、かなり予算が掛かる事業なので、より議

論を深めていかないといけないというふうには考

えております。 

○伊藤のぶゆき委員 分かりました。 

○水野あゆみ委員長 その他ございませんか。 

○野沢てつや委員 日本維新の会の野沢です。 

  ポピュレーションアプローチということで今赤

ちゃん見守り訪問、おむつ無料配布事業が今いろ

いろ話題になっていますけれども、ちょっと見当

外れだったら申し訳ありません。スキームとして

なんですけれども、こういった物を介さないポピ

ュレーションアプローチ事業というのは、今まで

検討したことなかったんでしょうか。 

  例えばパソナさんに委託して、一斉訪問してい

ただくとか、そういったスキームというのは検討

したことというのはあるんでしょうか。 

○衛生部長 今までのものは、赤ちゃん訪問などを

行っておりますが、そういったところには金券は

付いておりませんでした。今、国の制度もできま

して、生まれてから訪問すると予算も付いて、ギ

フト券などが渡せるようになったということで、

今まではなしで行ってきたというところです。 

○野沢てつや委員 今回請願の趣旨として全ての産

婦に届く継続的な支援策としておむつとかミルク

が挙げられていまして、この請願自体は一種の意

味があるんじゃないかと思うんですが、一方で今

皆さんポピュレーションアプローチということに

非常に重視をされておりまして、もしポピュレー

ションアプローチを本当に最重要課題として考え

るのであれば、別に物を介さなくてもいいのかな

という考え方もあると思うんですけれども、そこ

ら辺の考え方はいかがでしょうか。 

○あだち未来支援室長 当然物を介さないで相談、

アウトリーチをして相談していただけることがベ

ストだと思っていますし、大半は相談が必要な方

に対してはそのアプローチができるのかもしれな

いというふうに思っておりますが、中にはその物

を介さないとなかなか話をしてくれない方もいる

という話で、こういうような議論になっていると

いうふうに考えております。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  確かに産婦の方、妊婦の方、本当にいろいろな

方がいらっしゃいますので、誰一人取り残さない

という意味では、そういった物を介すことも必要

だとは思いますけれども、予算に限りもあります

し、会計課また介護保険とかの窓口とかも今、そ

ういった外部委託をされているという事情を考え

ると、一つの手法としては物を介さないポピュレ

ーションアプローチの方、アウトリーチも考えて

もいいのかなと思います。これただの要望になり

ます。以上です。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  ちょっと今お話を伺っておりまして、産前産後

家事支援の人材確保というところが難しくという

お話あったと思います。１定の方でも、私もその

産前という中では、切迫の流早産というような診

断を受けた方にも支援をしていただきたいという

ところでしたが、やはりそこが供給が難しいとい

うお話で課題感を持っていただいているというと

ころでしたけれども、今後、何をやっていくにし

てもやっぱり産前産後、切れ目のない支援をして

いくという、内容は検討していきながらもやっぱ
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り支援をしていくという方向性ではあるのかなと

思っておりますが、そういった事業者を広げてい

くということに関しては、検討状況はいかがでし

ょうか。 

○子ども家庭支援課長 令和４年の児童福祉法改正

が令和６年４月から施行されるんですが、子育て

世帯訪問支援事業等々規定されております。 

  その中でも、どこの自治体も、その委託先とい

うのか、自治体直営でやるわけにも今の現状では

できない状況がありますので、そうした言わば事

業者、地域の資源を開拓するということがどこの

自治体においても今、共通の課題というようなと

ころでございます。 

  足立区もそのような流れの中で、足立区にある

資源をどのような形で子ども分野の方に取り込ん

でいけるかということが私たちの今課題になって

いるところでございます。 

○佐藤あい委員 基本は地域の事業者さんでという

ことにルールとしてなってくるということなんで

しょうか。 

○子ども家庭支援課長 ある意味、どこの自治体も

同じような形になっていますので、そういう意味

では事業者の取り合いというのか、そういう供給

の取り合いのような状況もあり、私たちのところ

に今委託で入ってくれている事業者さんなどは、

ある区から話があったんだけれども断りましたみ

たいな話もあるような状況でございます。 

  なるべくであるならばやっぱり区民との協働、

区のある資源をどう引き込むかということが一番

の大きな考え方かなというふうなところでござい

ます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  地域、区内の事業者さんに優先的にというのは

理解はできるんですけれども、やはり支援が必要

なところに支援が届けられないというところであ

れば、例えば今居宅サービス支援事業者にお願い

をしているというところですけれども、そこをベ

ビーシッターです家事代行業者などにも幅を広げ

るとかという、そういったジャンルを広げていく

ということは検討できるんでしょうか。 

○子ども家庭支援課長 実はそのようなところで、

大手さんの事業者さんとかとも話したことがござ

います。ぶっちゃけ言いますと１桁違います。１

桁違うような、先ほど数百万というような言葉が

出ていましたけれども、１桁違うのが今のそうい

った事業者さんとの話の中での状況でございます。 

○佐藤あい委員 今お話を聞いていると、まず金銭

的な問題、予算の問題でちょっとそこは難しいと

いう判断をされているというところでよろしいで

しょうか。 

○子ども家庭支援課長 予算の問題もあろうかと思

いますし、あとやっぱり支援をするときには、質

の担保ということが必要かなというふうに思って

おります。 

  どんなところでも、やってもらえばいいという

わけではなくて、どういうふうな形で質を担保す

るかというところ、いわゆる産前産後の家事支援

で行きましたら、介護事業者さんのヘルパーの資

格等々というような要件付けておりますし、預か

り送迎とかですとやはり私どもの研修を受けてい

ただいているとかというような、支援の質を確保

しつつ、どうやっていくかということが私たちの

課題の認識でございます。 

○佐藤あい委員 承知いたしました。確かに誰でも

送り込めばいいというわけでもないというのは理

解しておりますので、やはり質を担保しつつも、

支援をどうしていくのかというのはちょっとまだ

今後検討が必要なのかなとは思っておりますけれ

ども、やはり妊娠期から子育て期までというとこ

ろで何ができるのか、ちょっと請願項目を見てい



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ９  

 

ると様々な御要望が混在はしておりますので、共

感できるところと、これを全てやろうというと実

際的にはすぐは正直難しいのかなとは考えている

んですけれども、区の方ではどのような印象でし

ょうか。 

○子ども家庭支援課長 すみません、ちょっとうま

く答えられるかあれなんですけれども、いろいろ

な御要望いただいているところは確かでございま

す。機関等々を広げなければいけないというふう

なところもあります。 

  繰り返しの答弁になってしまうんですけれども、

ある意味今供給をどう増やしていくかという状況

なのかなと。介護保険が入るときの前のときに、

そういった介護関係の事業者さんをどう育成して

いったか、介護ができてからいろいろな事業者さ

んが増えてきているというような状況です。 

  多分、子ども分野も同じような流れになってい

くんじゃないのかなと。１０年後ぐらいで、また

そういった、事業者さんがだんだん増えていくこ

とによって、利用者さんがそういったものを選択

できるというような時代になっていく、今その過

渡期なのかなというふうな認識で、次の時代にど

うつなげていくかということを考えたいなと思っ

ております。 

○水野あゆみ委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見を求めます。 

○かねだ正委員 二つの請願共に言えるんですけれ

ども、先ほど佐藤委員もおっしゃっていましたけ

れども、総論としては賛成なんです、二つとも。

ただ、各論のそれぞれの請願項目になったときに、

やはり賛成できる部分と賛成なかなかちょっとで

きない部分があって、非常に悩ましい問題なんで

すけれども、我が会派としては継続とさせていた

だきます。 

○佐々木まさひこ委員 未通園の５歳児の問題も産

前産後家事支援の課題も様々に我々も議論してき

ましたし、あとポピュレーションアプローチの課

題も議論を深めていかなきゃいけない問題だとい

うふうに思いますので、これは継続して審議をし

ていきたいというふうに思います。 

○西の原ゆま委員 請願１７号の方では全ての産婦

に届く継続的な支援策ということで、赤ちゃん見

守り訪問やおむつ、ミルクの無料配布事業こそ、

この理由のところにある１０年後、２０年後を見

据えた持続可能なまちづくりをするためには早急

な対応が必要だと述べています。私もそのとおり

だと思いますので、是非これらの施策を実施して

いただきたいので、１６、１７採択でお願いしま

す。 

○野沢てつや委員 今回の請願のおかげで、本当ポ

ピュレーションアプローチとか家事支援とか、そ

ういったものを本当いろいろ検討する議論が深ま

っていますので、もう少し検討した方がよいと思

いますので、継続でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員長 これより採決いたします。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○水野あゆみ委員長 挙手多数であります。よって、

本案は継続審査と決定いたしました。 

  次に、（３）５受理番号３９ どの子も健やか

に成長できる質の高い保育、父母のニーズに対応

した保育を実施するために、待機児童対策、施

設・環境・体制の整備・拡充などを求める陳情、

（４）５受理番号４８ 保育士配置の最低基準の

引き上げと国民の負担増を伴わない保育予算の大

幅な増額を求める意見書を国と東京都に提出する

ことを求める請願、以上２件を一括議題といたし

ます。前回は継続審査であります。 
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  また、報告事項⑥、⑦、⑧、⑨、⑩が本請願・

陳情と関連しておりますので、併せて説明をお願

いします。 

○子ども家庭部長 教育委員会の報告資料２ページ

をお開きください。 

  私立幼稚園及び私立認可保育所から認定こども

園への移行についてでございます。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  現在、複数の私立幼稚園及び保育所の事業者か

らこども園への移行の要望が上がっておりますの

で、方針についてまとめたところでございますの

で報告させていただきます。 

  １番、今後の方針ですが、原則認定こども園へ

の移行支援を行っていくというところで考えてお

ります。 

  それぞれ（１）（２）（３）にあります理由あ

たりを考えまして、今回の方針としたものでござ

います。 

  ２番、メリット、デメリットでございます。 

  やはりこちらいずれもメリットもあればデメリ

ットもあるというところで、区としてのメリット

としては、ゼロから２歳の定員が増える可能性、

待機児対策につながるというところがございます。 

  事業者にとりましても、園児数の増などにつな

がるというところがございます。 

  一方、デメリットといたしましては、想定どお

りに受入れができなかった場合には経営状況の悪

化などの可能性があるというところがございます。 

  ３ページ、項番３でございます。 

  認定こども園移行までの主な手続等というとこ

ろで、（１）から（８）までの手続を踏まえなけ

ればなりませんけれども、順調に進んでおおよそ

１年程度は掛かるというようなスケジュールとな

ります。 

  以下、参考といたしまして、各施設、幼稚園、

こども園、認可保育所の相違点比較表を載せてお

ります。 

  また、その下に区内の認定こども園の設置状況、

令和６年の３月現在でございますけれども、載せ

させていただいたところでございます。 

  次に、４ページでございます。 

  区立元宿こども園の認可定員の変更についてで

ございます。 

  こちらは、変更の理由にございますとおり、こ

ちら幼保連携型認定こども園でございますけれど

も、大幅な定員割れがここ数年続いているところ

でございます。 

  近年の入所状況は、中段にございます表のとお

りで、令和５年１０月現在３７名という状況です。 

  また、変更理由の（２）にございますとおり、

令和７年度に保育所型認定こども園への類型変更

を予定しておりますので、集約予定しております

第二園舎の規模に応じた定員にするというところ

で円滑な移行を図りたいというものがございます。 

  項番２、変更時期ですが、令和６年４月１日で

ございます。 

  ３、定員変更の内容でございますが、表にござ

いますとおり、変更後は全体で５８名という形に

なります。 

  ４、今後の方針でございます。 

  東京都の方に変更の手続を行ってまいりますと

ともに、令和７年度からの類型変更の手続を並行

して進めていくものでございます。 

  ５ページです。区立第三上沼田保育園の移転・

改築についてでございます。 

  第三上沼田保育園、江北七丁目にございますけ

れども、都営上沼田第３アパートの３号棟の１階

にございますが、こちらが現在再編をしておりま

すので、そちらに合わせまして、創出用地に園舎

を建てる土地を確保いたしまして単独園舎として
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移転することを想定しております。 

  項番５にございますが、スケジュールでござい

ます。 

  現在、基本設計・実施設計という段階でござい

まして、今後工事で、新園舎の供用開始は令和８

年１２月を予定しているものでございます。 

  今後の方針として、工事の進行管理とともに保

育園利用者にスケジュール等を周知してまいりま

す。 

  続きまして６ページ、企業主導型保育を含む認

可外保育施設利用者への利用費補助拡充（案）に

ついてでございます。 

  これまで認可外保育施設に関しましては国の無

償化の枠の範囲で補助を行ってまいりましたが、

利用者の負担軽減を考え、認可保育所等の利用水

準と同様になるように区独自に補助を拡充するも

のでございます。 

  項番２は拡充対象施設でございます。 

  項番３、補助対象者及び対象経費でございます

けれども、対象者は月ぎめで１２０時間以上利用

している保護者ということになります。 

  対象経費は、（２）のア、イに記載のとおりで

す。 

  ４番、総事業費といたしまして１億５、８００

万円余を予定しております。都補助が入りますの

で、区の負担は４，５００万円余というような想

定でございます。 

  こちら予算の議決をいただきまして、４月から

適用したいと考えております。 

  ７ページの項番６でございますが、どの部分が

負担になるのかというところで、それぞれ記載の

とおり、ゼロ円から、アンダーラインで太字にな

っております、例えば第１子非課税世帯ですと、

これまでゼロだったわけですが、２万５，０００

円まで補助が拡充されるというような表でござい

ます。 

  ７番は他区の実施状況となっております。 

  今後の課題でございますけれども、対象者への

周知を正確に行うこと、また、こちら施設の方で

証明書の交付がなくなりますと補助拡充対象から

外れてしまうということがございますので、早急

に基準を満たした対象となれるように働きかけて

まいります。 

  ８ページでございます。 

  小規模保育への保育従事者配置に対する補助要

件の緩和（案）についてでございます。 

  こちらは保育士の人材確保のために、これまで

よりも基準を緩和いたしまして、より使いやすい

ものにするというものでございます。 

  これまでの基準は、２の（１）の表にございま

すが、９６時間以上でしたが８０時間以上という

形で緩和いたします。 

  今後の方針でございますけれども、補助要綱を

改正いたしまして、予算が成立後に施設への事業

周知などを行いまして、利用を図っていくものと

考えております。 

  私からは以上でございます。 

○水野あゆみ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑。 

○佐々木まさひこ委員 では、私は、最初に私立幼

稚園及び私立認可保育所から認定こども園への移

行についてなんですけれども、これ子ども・子育

て支援法ができた当初というのは、こども園への

移行というのは、ほとんどなかったようにたしか

記憶しているんですけれども、最近になってこう

いう意向の希望が数園でも出てきたということは、

何らかの背景と★★があると思うんですけれども、

そこら辺をちょっと教えていただけますか。 

○子ども政策課長 佐々木委員おっしゃるとおり、

理由は様々であるというふうに考えております。 
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  資料のところ、事業者のメリットのところに記

載をさせていただいておりますが、事業者がいろ

いろ考える中で園児が増えるかもしれないである

とか、逆に近隣で同系列で幼稚園と保育園をやっ

ているようであれば、規模の適正化ではないです

けれども、経営のスリム化を理由にこども園にし

たいであるとか、いろいろ理由は様々なところで、

今現在お問合せをいただいているところでござい

ます。 

○佐々木まさひこ委員 基本的に、区としてもゼロ

から２歳の定員が増えるという部分では、今、待

機児童対策という部分ではメリットが大きくある

んだろうというふうに思いますし、逆にあとは元

宿のように定員割れして認可定数を変更を行うと

いうところも出てくるというところで、これはだ

から、それぞれの基本的に幼稚園、それから私立

の認可保育所のニーズに沿った形できちっとやっ

ていただければいいかな。 

  逆に、ただ元宿のように定員を減らしたときに、

地域でまた待機が生じるようなことがあってはい

けないと思うんですが、そういった部分での対策

というのはどういった感じでしょうか。 

○子ども政策課長 基本的に佐々木委員おっしゃる

とおり、我々としても末永く園は運営していただ

きたいと思っておりますので、そういった中で、

いろいろ事業者側に考えていただいてこども園化

したいというのであれば、支援をさせていただき

たいというものでございます。 

  あと、佐々木委員おっしゃるとおり、当然、こ

ういった増えるようなところもあれば、園の運営

上、もうちょっとなかなか厳しいということで、

減らさなくてはいけない、閉園しなくちゃいけな

いというのが今後出てくる可能性がございますの

で、そういったところも含めて、待機児童対策も

ございますので、各事業者に合わせた対応を丁寧

にしていきたいというふうに考えております。 

○さの智恵子委員 私の方からもこの私立幼稚園及

びのところを、続いて質問させていただきます。 

  こちらの理由についての２番でございます、こ

のゼロから２歳児の保育定員を拡充するというこ

とでは、この幼稚園が幼稚園型のこども園になる

ことは大変意味があるかと思いますが、現在こち

らの表にございます４園のうち、このゼロから２

歳児の受入れをしている園は何園で、何人ぐらい

定員がいらっしゃるんでしょうか。 

○子ども政策課長 ４園のうち、０歳から２歳、そ

れぞれ２歳クラスだけだったりとかとありますけ

れども、４園中３園で２歳児以下のお子さんを預

けていただいております。 

  定員といたしましては、現時点で５０名という

ことで、ちなみにお預かりしているニーズはうち

３５名という形になってございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  ちょっと知っている認証保育園に行ったときに、

０歳児、来年度は６名の定員に６名埋まったとい

うことで、いい方だと言われたそうなんですね。 

  あと１歳児については４０人、定数に対して問

合せがあったということで、やはり１歳児の需要

が、保育需要が大変増えているということであり

ます。 

  本当にこれは育児休業が取れるということで育

休を推進しておりますので、大変重要かと思うん

ですが、中には、育休を１年取ってしまうと保育

園に入れないので預けるというそういうお声も聞

くことがございます。 

  そういう意味では、０、１、２を増やす、特に

１歳児を増やすということは大変重要かと思いま

すので、今後この私立幼稚園でこども園の保育型

にすることは大変重要かと思いますが、現在どう

いう声等が、したいとかそういう声は、区の方に
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は届いていらっしゃいますでしょうか。 

○子ども政策課長 具体的な相談から、抽象的なこ

ういったこともできるんですかねという、重い軽

いはありますけれども、現時点で大体５件弱程度、

区の方に問合せが来ているという形になっており

ます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  現在も５０人定員で３５人が利用されていると

いうこともございますが、この４園のうち１園や

っていない理由については御存じでしょうか。 

○子ども政策課長 制度的な話で恐縮なんですけれ

ども、こども園にするときに、２歳児以下を保育

園として預かるのかどうかも実を言うと選択がで

きたりします。 

  お預かり、３歳以上しかやっていない園につき

ましては、いわゆる幼稚園３歳以降のところでそ

この園舎を活用して保育園の部分もやっていると

いう園になっておりますので、ここについては２

歳児以下については預かりをしていないという形

になっております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  手続も１年掛かるということでもございますが、

現在５園のところから問合せもあるということで

ございます。本当に１歳児を今後どういう保育ニ

ーズに応えるかということも大変重要でございま

すので、丁寧に説明をしながら、この認定こども

園のこの幼稚園型という推進を是非お願いしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。要

望でございます。 

○西の原ゆま委員 私の方からも、報告事項の私立

幼稚園及び私立保育所から認定こども園への移行

について質問します。 

  まず、児童福祉法２４条の１項に市区町村の保

育実施義務があります。保育を必要とする保護者

が保育所を希望すれば、それに応じなければいけ

ない義務が市区町村に課せられている法律です。

保育の実施責任は区にあるということと記載され

ていますが、合っていますか。 

○子ども政策課長 西の原委員おっしゃるとおりだ

と思います。 

○西の原ゆま委員 しかし、２４条第２項において、

認定こども園というのは、必要な保育を確保する

ための措置を講じなければならないとなっていま

す。今はまだ経過措置期間だから、保育所とは違

いありませんが、将来的に認定こども園と保護者

との入園に当たっては直接契約となります。この

認識は合っていますか。 

○子ども政策課長 現時点では西の原委員おっしゃ

った、ほかの保育園と一緒に利用調整という形で

長時間保育についてはさせていただいております。 

  将来的には、直接になるというのであればその

ようにして対応していきたいというふうに考えて

おります。 

○西の原ゆま委員 つまり保育所では法で保育の実

施義務がありますけれども、この認定こども園は

将来的には、この法で定められている２４条１項

が薄められて、この区の保育実施義務から離れて

しまって、２項で述べられている直接契約となる

と、入所できなくて困っている保護者の責任とさ

れてしまう不安があります。 

  この受理番号４８の請願者たちは、この請願書

の中に、保育園は子どもの権利と発達保障をする

ため、安心安全、豊かな保育環境でなければなり

ませんとあります。２４条１項に基づく保育所が

数多く存在することが、やはり公的責任による保

育の保障をやっぱり強固なもの、強くして、全て

の子どもたちの権利を守ることにつながると考え

ます。 

  財政面に目が奪われて、社会福祉としての保育

の視点が軽んじられる傾向がありますが、健全な
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財政、経営判断の重要な要素の一つだと思います

けれども、それを強調し過ぎれば、子どもの保育

を受ける権利の保障という本来の保育事業の目的

を見失うことになりかねません。 

  私立保育園、幼稚園から認定こども園への移行

は簡単なことではないと思いますが、どう認識し

ていますか。 

○子ども政策課長 これまでも、なかなか幼稚園、

保育園から認定こども園になったケースがあまり

ないというところを考えると、やはり手続等も踏

まえてなかなか簡単ではないという認識は我々と

しても持っているところでございます。 

○西の原ゆま委員 保護者の方たちはやはり安心し

て預けられる認可保育園での保育を求めています。 

  その願いに応えて、今日まで築き上げてきた保

育水準を守りながら発展させて、児童福祉法の２

４条１項を根拠に、子どもたちの権利保障を国、

自治体に求めていくことで、保育所を含む全ての

子どもたちの健全な育成を保障することだと確信

しています。 

  次に移りたいと思います。 

  通常保育所であれば、午前、午後まで一貫した

カリキュラムなんですけれども、この認定こども

園というのは、短時間利用、長時間利用がありま

す。１号認定の４時間の子どもがいれば、午前の

カリキュラムが過密になって、午後は散歩や自由

遊びになりがちという実態もありますが、区はど

のように認識していますか。 

○子ども政策課長 特に私立の認定こども園につき

ましては、各園でそれぞれ工夫をしていただきな

がら、保育、幼児教育をしていただいているとい

うふうに考えております。 

○西の原ゆま委員 やはり認定こども園というのは、

その施設を利用する時間帯が子どもたちが異なる

わけであって、そういう施設であるということを、

先ほども述べたんですけれども、この認定こども

園の実態も含めて、子どもたちの学びの保障の観

点においてどうなのかなと見ていきたいと思うん

ですけれども、このことについてはどうですか。 

○子ども政策課長 西の原委員おっしゃるとおり、

確かに足立区の認定こども園ですと、基本的に３

歳以降のいわゆる幼稚教育と保育がかぶさるとこ

ろについては幼稚園舎の中で一緒に幼児教育をし

て、その後預かりが必要な子等は預かりをしてい

ただいているという形を取っております。 

  ですので、西の原委員おっしゃるように、なか

なか幼児教育と保育に移り変わりのところについ

ては、確かに園でもなかなか苦慮しているところ

あるかもしれませんけれども、そこについては区

の方でも支援をしながら、安心安全な保育になる

ようにつなげていきたいというふうに考えており

ます。 

○西の原ゆま委員 本当にその認定こども園という

のは、おっしゃられるように、やっぱり時間帯が

異なる子どもたちが通うということで、教育内容

であったりだとか、カリキュラムというのが全然

違いますので、そこをやはり区としてもよく見て

いって、子どもの学びの保障の観点においても重

視していただきたいと思います。要望です。 

○ぬかが和子委員 私もまず最初に、認定こども園

の移行についてのところで質問させていただきま

す。 

  最初に、この参考のところで、各施設の相違点

ということで幼稚園と認定こども園と認可保育所

と出ていて、特徴というところでちょっと気にな

ったんです。幼稚園の方は教育を行う、幼児期の

教育を行うと、学校教育法に基づく学校と書いて

あるだけなら何も気にしなかったんですよ。 

  認可保育所は、もっと言うと、前は厚労省だっ

たけれども今こども家庭庁所管の保育を実施する
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だけだったらまだよかったんですけれども、幼稚

園は教育を行うところなんだと、認可保育所は保

育を実施するところなんだと。これ若干誤解を招

く表現だと思うんですが、どうでしょうか。 

○子ども家庭部長 今回、今、資料の形で御提出す

るに当たってこういう形でまとめさせていただき

ましたけれども、そのあたりの御指摘につきまし

ては、もう一度確認させていただきたいと思いま

す。 

○ぬかが和子委員 何でこんなこと言っているかと

いうと、平成２９年かな、２０１８年、法改正さ

れたときに、いわゆる保育所保育指針と、それか

ら幼稚園の教育要領、両方とも変わって、目指す

べき１０の姿というのと三つの柱というのを同じ

にしたんですよ。それで、もっと言うと、足立区

は教育的な要素もあって、保育園の方では、非常

にいろいろな思いをして苦労してやっているわけ

ですよ。 

  そうすると、何か幼稚園は教育で、保育園は保

育という単純なこういう表現の仕方というのは誤

解を招くんじゃないかと、今後改めていただきた

いと思っているんですが、どうでしょうか。 

○子ども家庭部長 そのような誤解を招く表現とな

りましたことをおわび申し上げます。 

  内容につきましては、また精査させていただい

て、適正な形で御提出したいと思います。 

○ぬかが和子委員 ありがとうございます。本当に

あのとき衝撃を受けたんですよ。保育園、幼稚園

と同じものを目指すと出されたものですからね。

やっぱりそれは今現状ではそういうふうになって

いて、足立区でもいろいろなことをやっていると

いうふうに思います。 

  その上で、この移行についてのところと、あと

陳情・請願との絡みで、配置基準のことでお伺い

したいと思っているんですが、４、５歳児、例え

ば幼稚園ですと、４歳児が１５人、それから５歳

児が１５人子どもがいた場合には、担任の先生は

２人必要だと。基本、基準３５人以下は１人なん

ですけれども、学校と同じで、４歳児だったら４

歳児、５歳児は５歳児となっているので、それぞ

れ先生が必要だと。 

  ところが、認可保育園については、４、５歳児

で３０人いたら、法令上は１人の保育士でよしと

いうふうになっていると思うんですが、どうでし

ょうか。 

○子ども政策課長 ぬかが委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○ぬかが和子委員 この今回移行する、いわゆる幼

稚園型のこども園、これはどうなるんですか。 

○こども政策課長 幼稚園型につきましては、幼児

教育、短時間、幼稚園のところはクラスになりま

すので、同じ考え方３５人に対して１人という形

になりまして、保育園のところについては、今度

保育園の配置基準が適用されるという形になると

考えております。 

○ぬかが和子委員 先ほどあったように、長時間と

短時間、もう混在している中で、ただ、何か幼稚

園に関しては、保育園に関してはと言われても、

ただ４、５歳児でだから聞いているんですよ、私。

４、５歳児。４、５歳児で言ったらどうなります

かというのをもう一度ちょっと分かりやすく答え

てください。 

  つまり、幼稚園型で行けば、４、５歳児だとい

うふうになれば３０人いた場合だったら１５人、

１５人、先生２人。保育園だったら３０人だった

ら保育士１人でいいというのが今基準なんです。

そこどうなるんでしょうか。 

○子ども政策課長 すみません、そこにつきまして

は、ちょっと我々も今正確にお答えできないので

調べさせていただいて、後で御報告させてくださ
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い。 

○ぬかが和子委員 今までも恐らくこの５園が問合

せがあるということで、長年きちんと区内で運営

されている保育園の方々ですから、基準を切り下

げるということはないだろうとは思っていますが、

その辺がどうなのかというのは明確にして、是非

示していただきたいというふうに思っていますの

で、これ要望させていただきます。 

  それから、企業主導型保育を含むという部分の

報告ですけれども、要は保護者への利用費補助の

拡充ということで、企業主導型や認可外のところ

に通うお子さんについても、ほかの小規模とか、

もっと言うと認可園とか、そういうところと同じ

ように保護者に対して支援をしていくということ

でよろしいんでしょうか。 

○子ども施設入園課長 ぬかが委員のおっしゃると

おりで、昨年の１０月に認可保育所等の第２子以

降が無償化になったということで、無償化の枠が

拡大された。一方で、認可外保育所、企業主導型

も含めまして、そこの部分は対応できてなかった

というところがございますので、今回、認可保育

所に合わせる形で補助の枠を拡充するというもの

でございます。あくまでも施設利用給付として、

施設利用料を支払った部分に対して補助を拡充す

るというところでございます。 

○ぬかが和子委員 本当にどこに預けていても保護

者にとっては同じく負担の軽減というのは大事な

ことであるとは思っているんですが、非常に私は

悩ましさを感じていて、認可外の保育施設等々、

足立区内でも、私も現場も行きましたけれども、

ついここ１０年の話ですよね。夜間型の保育園で

死亡事故も起きていて、その直後に閉鎖になると。

やはり認可外の施設というのは、当たり前だけれ

ども単純に、いわゆる構造上の２方向避難とか、

それだけじゃなくて、人員配置についても、何だ

ってありになってしまうわけですよ。 

  やっぱりそういう点では、そういうところは、

でも補助金が出ますよという在り方というのは非

常に悩ましいと思っているんですが、その辺どう

お感じでしょうか。 

○子ども施設入園課長 まず、子ども・子育て支援

法上の扱いなんですけれども、令和６年、今年の

９月までは、認可外保育施設、例えば無償化の届

出が出ていればどのような施設であっても無償化

の対象施設になるという状況でございます。ただ、

それは今年の１０月以降は経過措置が適用されま

せんので、それ以降につきましては、認可外保育

施設の指導監督基準を満たす旨の証明が出ている

施設のみが対象になるという状況でございます。 

  そういう状況があるという前提状況の中で、今

回補助を拡充する部分につきましても、認可外保

育施設の指導監督基準を満たす証明を東京都が出

している部分について、一定基準以上の保育の質

の担保が取れているところを対象にしたいという

ところでございます。 

○ぬかが和子委員 認可外保育施設指導監督基準を

満たしているということであると、何かあったと

きにも立入り調査もできるし指導監督権限が持て

るということだろうと。そういうところについて

と、だから一定の人員、単に施設の構造上の問題

だけじゃなく、面積とかそういうだけじゃなくて、

一定の人員配置基準も担保できているというとこ

ろに対して証明書を出すということでよろしいで

すか。 

○子ども施設入園課長 ぬかが委員のおっしゃると

おりでございます。 

○ぬかが和子委員 そうだとすると、それでこの御

報告いただいた中では、企業主導型はそれを満た

しているところが非常に多いと。そういうところ

の保護者にとっても朗報だと思うんですけれども、
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認可外が圧倒的に全く無届けといいますか、全く

こういうものないというところが足立区内にこん

なにあったんだということを認識しているんです。 

  今後の課題でも書かれていますけれども、やっ

ぱりそういうところに対して、ある意味、そうい

うところに対してそうじゃないとこにインセンテ

ィブ課されるのが今回の措置ですから、そこはよ

いことだと思うんだけれども、やはり子どもたち

の環境ということを考えた場合に、少なくともこ

の指導監督基準を満たすような形でやろうよと、

そうすると保護者にも補助金出ますよと。要は、

施設と保育の質を上げるきっかけにしていただき

たいと、そういう働きかけしていただきたいと思

うんですが、どうでしょうか。 

○子ども施設入園課長 正にぬかが委員のおっしゃ

るとおりであると思っております。 

  どういった形で周知する、御案内するのがいい

かというのもあるかとは思いますけれども、なる

べくであれば、早急にこの指導監督基準を満たす

証明書を取っていただけるような御案内をしてい

きたいというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 よろしくお願いします。 

  最後に、元宿こども園の認可定員の変更につい

てというところで、ちょっと心配しているんです

けれども、９０名マイナスということ、先ほども

大丈夫なんですよというような答弁があったかと、

お話があったかとは思うんですが、千住地域全体

を考えると、子育て世代が越してくるかどうかと

いうのは別としても、今後、５か所市街地再開発、

まだこれからなんですよね、再開発若しくは大型

まちづくり、方向が若干違うというのはあります

が、北千住の東口に２か所、西口に１か所、千住

大川端、そして千住橋戸町という点では、まだま

だ人口が増えるという可能性が非常にあると。ど

ちらかというと、元宿こども園は西新井橋よりな

ので、比較的距離的にはあることはあるんですけ

れども、ただ、それだけの大型のマンション等々

が今後造ることが予想される中で、これだけ削っ

てしまって本当に大丈夫なのかというのが懸念が

あるんですが、どうでしょうか。 

○子ども施設運営課長 ぬかが委員御指摘のとおり、

千住においても大規模な開発、今後予定されてい

るところでございます。 

  その開発地域におきましては、開発の事業者が

その地域内で施設の方を、民間の施設をしっかり

準備をするというふうに聞いてございますので、

基本的にはそちらで収まるのかなと考えていると

ころでございます。 

  元宿に関しては、年々減ってきているという状

況は、やはり近隣に私立の施設が実は多数できて

おりまして、そちらの方に行っているという状況

でございますので、今回元宿に関しては今後もち

ょっと、この地域ではやはり見込めないのかなと

いうところで定員減をするものでございます。 

○ぬかが和子委員 今、例えば施設内で完結させて

つくってくれるというのは大川端ぐらいなんです

よ。もっと言うと、千住一丁目再開発のときに、

さんざんいろいろと議論して、それでやっと認証

でしたか、認可ではなく、１か所、小規模園がで

きましたけれども、小規模園も今認可の枠の中だ

から、そこにできたからと、そこの人が入れるわ

けじゃないという愚痴とクレームもいただいてい

ると。 

  ましてや、千住大川端は一番このこども園と離

れているところだから、そこはそこで造れるから

大丈夫ですという議論ではないような気がするん

ですね。 

  逆に本当にほかの方もおっしゃっていたけれど

も、失敗したということがないように、十分なも

うちょっと検討をしていただきたいと。まだ私の
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中では、これで大丈夫というふうには全然思えな

いんですけれども、すぐもうこれでやっていって

しまうということなのかもしれないけれども、本

当に大丈夫なのかというのを検証をしっかりして

いただきたいと思っているんですが、どうでしょ

うか。 

○私立保育園課長 今、ぬかが委員御指摘の千住地

域の保育需要でございますけれども、ここ６年間

で毎年１００人ずつ子どもの数が減っているとい

う現状もございます。 

  あと加えまして、大型マンションの保育整備に

つきましては、大川端のほかにも千住大橋のＥ街

区、こちらの方にも新しい保育施設の方は設置を

する予定で今動いているところでございます。 

  つい最近、新しい人口推計も出まして、それに

基づいて千住地区の保育需要につきましては先ま

で見越しているところでございますが、その中で

一応保育需要の方は充足するものというふうに考

えております。 

○ぬかが和子委員 今、千住大川端だけじゃなくて、

いわゆる千住橋戸町の方もそうなんだという話あ

りましたけれども、とにかく懸念しているのは、

例えば新しい人口推計やったときに、千住の西口

の再開発などというのは、恐らく前提として、大

体どういうものができるかも決まってないんだか

ら入ってないはずなんですよ。 

  これからのニーズを考えたときに、確かにそこ

に人が移住してくるかどうかというのは、また別

問題であっても、千住というまちのスキルから考

えた場合に、その辺はニーズが膨れ上がるという

ことは十分に考えられるということを是非しっか

り、今の人口推計では入ってないことがもう起き

ているわけですから、そういうことも踏まえて検

討していただきたいと要望して終わります。 

○水野あゆみ委員長 その他ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○水野あゆみ委員長 なしと認めます。 

  各会派の意見を求めます。 

○かねだ正委員 継続で。 

○佐々木まさひこ委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 先ほど質疑も若干配置基準のこ

ともさせていただきましたけれども、この配置基

準について、国の方も方向性としては出していま

すけれども、まだまだ実現もしていませんし、も

っともっと改善していく必要があるだろうという

ふうに思っております。 

  前回同様、どちらについても採択でお願いした

いと思います。 

○野沢てつや委員 受理番号３９番の方は、本当に

いい陳情が多いのですが、最後の５番の公立保育

園３１園を廃止する計画を撤回してくださいとい

うのがちょっと、まだまだ議論の余地があると思

いますので、継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員長 両方とも継続。 

○野沢てつや委員 ４８番の方はまだまだ議論の余

地がありまして、あと国民の負担増を伴い保育予

算の大幅な増額というのが本当に可能かどうかま

だ議論の余地がありますので、継続でお願いしま

す。両方継続です。 

○佐藤あい委員 どちらも継続でお願いしたいと思

います。 

  まだ国の動向など見ていきたいということもご

ざいますし、また検討をしていければと思います。 

○水野あゆみ委員長 これより採決いたします。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○水野あゆみ委員長 挙手多数であります。よって、

本案は継続審査と決定をいたしました。 
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           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 次に、報告事項に移ります。 

  ①学童保育室の指定管理者業務評価における今

後の評価方法の見直しについて、②足立区学童保

育室整備計画の見直し（案）について、③ワーカ

ーズコープの指定管理者業務評価結果（令和４年

度再評価分）について、以上３件、地域のちから

推進部長から、④令和５年度第９回子どもの健

康・生活実態調査の実施結果（概要）について、

⑤ファーストバースデーサポート事業で配布する

こども商品券の増額について、以上２件、衛生部

長からお願いいたします。 

○地域のちから推進部長 よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、委員会報告資料、地域のちから推進

部版を御覧いただければと存じます。 

  ２ページでございます。 

  学童保育所の指定管理者業務評価における今後

の評価方法の見直しについてでございます。 

  先般、本委員会におきまして評価の在り方につ

いて御意見をいただきまして、それに基づいてい

ろいろ検討させていただいたものでございます。 

  まず、２ページの中段であります担当課評価で

水準を下回る項目があった場合の取扱いについて

は、変更後は内容及び理由を明確に記載し、評価

委員会で丁寧に説明の上、評価をいただくという

ことを考えてございます。 

  それから、その下の欄でございますが、子ども

の命に関わるなど重要項目の配点をということに

つきましては、配点を高くし、これまでよりも総

合点に反映されるよう修正をしたいと考えてござ

います。 

  それから、３ページでございます。 

  評価委員会の満点の点数と、指定管理者及び区

担当課の評価が、総合点が、満点が異なっており

ましたので、こちらについては同じ点数となるよ

うにさせていただきたいと考えております。 

  ３ページの中段でございます。評価基準の見直

しの検討についてでございます。 

  その評価項目そのものが評価の内容が正しいの

かどうかという御意見もいただきましたので、例

えばというところでお示しをさせていただいてお

りますが、令和６年度については、就職後３年以

内の離職率についての評価が、点数の在り方が適

切かどうかについて検討させていただきたいと考

えております。 

  業務評価の考え方については、項番２でお示し

をしております。 

  具体的な評価の方法については、４ページ、５

ページ以降でお示しをしておりますので御覧いた

だければと存じます。 

  それから、９ページでございます。 

  学童保育室整備計画の見直し（案）についてで

ございます。 

  ９ページ、項番１でございます。整備計画の方

針でございますが、大変申し訳ありません、令和

６年９月末を目指すということでこれまでいろい

ろと御説明をしてまいりましたが、今回令和７年

４月１日に変更させていただきたいと考えており

ます。 

  整備予定地域でございますが、区内３３の地区

別の需要予測を踏まえまして、学童保育室が不足

する全ての地域において、令和７年４月１日開設

で整えていきたいと考えております。 

  整備手法につきましては、ア、イ、ウと３点お

示しをしておりますが、民設学童保育室の誘致、

校内学童保育室の検討、区有地の活用、この３点

について考えてございます。 

  それから、令和７年４月１日開設に向けた整備
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の地域ですが、一次募集、二次募集と分けてやら

せていただきたいと考えております。 

  １０ページを御覧いただければと存じます。第

一次募集整備地域については、１２の地域におい

て１４か所、こちらについては令和６年度の当初

予算に計上させていただいております。第二次募

集の整備予定地域につきましては、１番から１１

番地区、１１か所の地域におきまして、こちらは

一次募集の後に補正予算を計上させていただいて、

お認めをいただければ実施をしたいということで

考えてございます。 

  それから１２ページでございます。 

  ワーカーズコープの指定管理者業務評価につい

てでございます。 

  ワーカーズコープが運営する４か所の学童保育

室につきまして、令和４年度分の再評価を実施し

ましたので報告するものでございます。 

  評価委員会の構成につきましては、項番３でお

示しをしているとおりでございます。 

  再評価の対象学童及び再評価結果につきまして

は、項番４でお示しをしておりますが、少しずつ

点数、評価点が下がっているところでございます。 

  それから、１３ページの項番６でございます。

事件事故等があった場合の総合評価への反映につ

いてでございますが、区のガイドラインでは次の

とおり記載されているということでお示しをして

おります。 

  （１）のアでございますが、事業者から報告が

あった事故等について、必要と判断したものにつ

いては業務評価シートを作成し、評価委員会へ提

出しております。 

  それから、悪質な事故等の場合は、評価委員会

の判断により、総合評価をワンランク下げるなど

の対応を取ることができるとなっております。 

  今回につきましては、評価委員会において全項

目改めて評価していただいて、当初評価から評価

が下がったものであります。 

  １４ページを御覧いただければと存じます。 

  委員会での主な意見でございますが、職員の配

置体制について本部の統制が取れておらず、各学

童保育室の現場任せになっている。また、職員配

置基準に対する本部の認識が欠如しているなど、

御意見を何点かいただいております。 

  私からの説明は以上でございます。 

○衛生部長 では、衛生部の報告資料２ページを御

覧ください。 

  件名は表記のとおりです。 

  令和５年１０月に実施いたしました第９回子ど

もの健康・生活実態調査について、実施結果の概

要ですが、今回は平成２７年度から始めました調

査の最終年に当たりまして、区内の小学校１年生

全員の調査となりました。 

  回答票の有効回答率は７５．５％でございまし

た。 

  主な調査結果は概要版としてまとめております

ので御確認ください。 

  今後ですけれども、本編につきましては、まと

まり次第、区のホームページで公表してまいりま

す。また、来年度以降の調査につきましては、オ

ンラインの調査などを含めまして、実施方法や対

象などを今後検討してまいります。 

  続いて４ページを御覧ください。 

  ファーストバースデーサポート事業で配布する

こども商品券の増額についてですが、こちらの事

業は、区内在住の１歳を迎えるお子さんがいる家

庭の育児状況を把握するため子育てに関するアン

ケートを送っておりまして、それについて御回答

いただいた養育者には、今までは第１子ですと１

万円、２子ですと２万円などを配布しておりまし

た。 
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  こちらについては、とうきょうママパパ応援事

業、東京都の補助金を活用しまして、令和６年度

からはプラス５万円の第１子であれば６万円を支

給いたします。 

  詳細については、６ページの方にイメージ図が

ありますので御確認ください。 

  報告は以上でございます。 

○かねだ正委員 私からもちょっと質問させていた

だきたいんですけれども、まずは、学童保育室の

指定管理者業務評価についてなんですけれども、

これちょうど私も決算特別委員会で、個別じゃな

いんですけれども、区が定める指定管理者制度に

対する基本的な考え方について、これを基にして

いると思うんだけれども、その評価制度の評価方

法自体がちょっと問題点があるんじゃないかとい

う指摘をさせていただきました。 

  というのは、簡潔に言えば、この評価制度なん

ですけれども、全体の総合点が水準点以上であれ

ば、合格というか、水準点以上ですよということ

ですと。 

  例えばですけれども、ここでもちょっと書かれ

ているんだけれども、子どもの安全性であったり、

大きな問題であった経営状況が悪化して保育がで

きなかったという、例えば経営上の問題などが例

えば赤点、いわゆる水準以下であっても、総合点

がよければ、そのまま水準以上なんですよという

ことが今までだったと思います。 

  そこから、これから個別にちょっと聞きたいん

ですけれども、何か大きく変わったところあるん

ですか。 

○住区推進課長 前回、前々回、１２月の委員会の

際にもそういった御意見ありまして、庁内の中で

も少し検討させていただきました。今回の見直し

としましては、そこの部分についてはこれまでど

おりという形にはなってしまいますが、配点の重

要な項目について配点の傾斜を見直すことで総合

点に与えるその重要な項目が総合点に与える影響

度を高めるという形で見直しをさせていただきま

した。 

○かねだ正委員 多分、総務部が担当になるのかも

しれないけれども、根本であるこの指定管理者制

度に対する基本的な考え方についてというのを変

えていかないと、恐らくここだけのところの学童

保育室の指定管理者評価というのは変わっていか

ないんだと思います。 

○特命・調査担当課長 今回は学童保育室の評価の

見直しについて御報告を差し上げておりますが、

かねだ委員おっしゃるように、学童保育室以外の

区の指定管理者制度導入施設全てについて、今後、

予算特別委員会の方でも御提案いただきましたよ

うに、個別の項目の中で重要度が高い項目につい

ての評価というのを総合評価の方に反映させさせ

ていくべきではないかというふうに御提案をいた

だいたところですけれども、そちらについて、十

分検討させていただいて、ガイドラインの方にも

記載を加えていきたいという方向で検討しており

ます。 

○かねだ正委員 何度も言うのもあれなんですけれ

ども、私が申し上げたかったのは、全体の評価が

水準以上でも、例えば今ここでお子さんの安全に

ついての子どもの命に関わる等の重要項目は配点

を高くする、そこがマイナスだったら、総合評価

が幾ら高くてもマイナスでしょうということがず

っと言いたくてずっと申し上げてきたんです。 

  それが、少し、ここでできる、今、委員会とい

うか、担当部としてできるところとしては、今回

この配点を高くすることであったり、差を付ける、

大切なところはより高くしていくということで変

えていったということでいいわけですね。 

○地域のちから推進部長 かねだ委員御発言のとお
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り、今回学童保育室の評価においては、やはり安

全性最優先ですよというところでの評価の仕方を

させていただいております。 

  ただ、以前から本委員会でも御答弁申し上げて

おりますが、今回、ワーカーズコープの出来事に

ついては、あってはならない、我々が想定してい

なかったことが起きてきているわけですので、指

定管理の評価についてはやはり今までこれはない

よねという想定の下において評価していたわけで

すので、そこについては改めていく必要があると

思っておりますので、引き続き全庁的に何らかの

見直しをしていくべきだとは思っております。 

○かねだ正委員 そこは全庁挙げて変えていっても

らわなきゃいけないんですけれども、そのときに

また変わってくるかなと思います。 

  今回はこういった形で差を付けたり、めり張り

を付けたり、そういった部分は評価したいなとは

思っています。 

  今ちょっとワーカーズコープの話になったので

そのまま続けますけれども、これワーカーズコー

プも、現指定管理者の業務評価制度を用いて評価

をしているわけです。 

  もう単純に感じたのが、これは四つの学童保育

室について評価をしているわけですけれども、先

ほど地域のちから推進部長がおっしゃったとおり、

あってはいけない、あってはならないことがあり

ました。だけれども、今回のこの評価を見ると、

これみんな水準クリアしているんです。あっては

ならないことがあったのに、水準をみんなクリア

しているという、それでいいんですか。 

○住区推進課長 かねだ委員の御指摘ももっともだ

というふうには考えております。 

  ただ、現在の仕組みの中で、区としては、私ど

もとしましては、評価委員会の方にランクを下げ

るかどうかというところのお諮りさせていただい

て、結果として今回このような形になっていると

いうことでございますので、そこは尊重させてい

ただきたいというふうには考えております。 

○かねだ正委員 尊重するのはいいですよ、評価委

員会さんが評価したことだから。だけれども、地

域のちから推進部長がさっきおっしゃったとおり、

あってはならないことがあったわけです。不適切

な人員配置があったわけ。不適切な人員配置があ

ったにもかかわらず、その指定管理者さんは水準

を上回っているんですかということを聞きたい。 

○地域のちから推進部長 評価制度の在り方の一つ、

問題点の一つだと思っております。 

  私から見れば、あってはならないことを起こし

ているのに評価点、水準点をクリアしているとい

うのはどうかと言われれば、それはかねだ委員御

発言のこと方がごもっともだと思っております。 

  住区推進課長の方で御答弁させていただきまし

たが、今の制度の中でやってしまうと、こうなっ

てしまうということだと思っております。 

  ただ、私としては、これはやっぱりあってはな

らないことですので、これをいかに再発させない

のかというところの方に力点を置いて、今までも

厳しく事業者の方は指摘してまいりましたが、再

発させない、どのように再発させないかというと

ころを関係所管合わせて、きちんと事業所の方を

指導していきたいということで現在のところは考

えております。 

○かねだ正委員 おっしゃるとおりで、今の評価制

度でやればこういうことなわけです。 

  だから、これは問題だから、今後やはり変えて

いかなきゃいけないだろうと。 

  それについては、地域のちから推進部だけで変

えられることじゃないから、指定管理者制度の全

体を変えていかなきゃいけないよということをず

っと指摘をさせていただいているんです。 
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  なので、是非そこの部分は、今後きちっとそう

いうことが反映されるように、地域のちから推進

部としても、きちっと総務部なりに、こういう意

見をということで、ちゃんときちっと意見として

上げていってもらいたいと思うんですけれども、

どうですか、副区長さん。 

○副区長 かねだ委員からは再三、総合評価と、そ

れから個別評価の関係がどうなのかということで

私どもも今議論しております。 

  先ほど特命・調査担当課長が言ったように、今

後検討を深めていく中でガイドラインに記載して

いくということでございますので、今のかねだ議

員の御指摘も踏まえて、全庁的なガイドラインの

見直しについて取り組みたいと考えております。 

○かねだ正委員 特に学童保育室、また保育園、い

ろいろお子さんが関わる、子どもたちが関わると

ころはそうなんですけれども、何より優先すべき

は子どもたちの安全なわけです。それが一番なわ

けです。それに勝るものはないと思っているんで、

ほかのところで評価されてしまって水準以上とい

うこと、子どもたちの安全がおろそかになってい

る。それなのにいい評価をもらっているというよ

うなことは決してあってはいけないことだと思っ

ているんで、その部分は再度指摘していますので、

是非改善してください。よろしくお願いします。 

○長井まさのり委員 私も学童保育室の指定管理者

業務評価における今後の評価方法の見直しについ

て伺わせていただきます。 

  子どもたちが安全安心に過ごせるということは

大変重要でありますけれども、この評価の基礎と

なるチェックリストについてでございます。 

  子どもの命に関わる項目に関しては、例えばア

レルギーであったりとか、また避難訓練であった

りとか、そうしたことについては、しっかり細分

化してチェックしていってはどうかなと思います

けれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○住区推進課長 現在の評価の仕方としましては、

例えば４ページの施設の清掃等という一番最初の

項目ございますけれども、この項目、一つの項目

ごとにチェックすべきポイントというものを定め

させていただきまして、例えばチェック表がある

かですとか、整理整頓されているか、吐瀉物の処

理セットがあるかですとか、そういった細かな表

をつくってチェックをしているところではござい

ます。 

○長井まさのり委員 例えばこの避難訓練の頻度に

ついてはどうなのか、またこれまで定期的に区と

して、そうした避難訓練をしっかり現場で確認を

したりしているのかどうか、伺います。 

○住区推進課長 現時点におきましては、避難訓練

の回数は年２回以上実施をしていただくというこ

とを求めております。 

  また、チェックにつきましては、現在のところ

実施の計画書と、あと実績報告書、書面での確認

が中心となっております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  年２回以上ということで、年３回もやっていら

っしゃるというところも、地域、現場によっては

ありますけれども、この度の能登半島地震を受け

て、避難訓練というのは非常に重要だと思います。 

  今朝も午前中にありましたし、子どもたちが学

童にいるときに地震があるケースもあり得ると思

います。日頃の巡回指導であったり、また実地調

査の際などに有効な避難訓練となっているのかど

うか、区として確認してもどうかなと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 訓練については、やはり

実際に即したものでないとやっている意味が全く

ないと私日頃から思っておりますので、今長井委

員御提案の、きちんと年に１回なり、どの程度ま
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でできるか、ちょっとこれから検討させていただ

きますが、年に１回は少なくても実地で訓練を確

認するようにしていきたいと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  中には地理的な特性を考慮して、水害に対する

避難訓練をやっていたりとか、また登園とか、ま

た園から帰る際に、そうした通学路もしっかりチ

ェックをして子どもたちにしっかり確認を取って

いるというところもあります。 

  ですから、ただ避難訓練２回やっています、３

回やっていますだけじゃなくて、その中身がどう

なっているのかということもしっかりチェックし

ていただきたいなと思いますので要望しておきま

す。 

  また、悪質な事故等の場合は、評価委員会の判

断で総合評価をワンランク下げるなどの対応を取

るとありますけれども、このなどというのは、ほ

かにどういう解釈が取れるんでしょうか。 

○住区推進課長 こちらの総合評価をワンランク下

げるなどですけれども、ワンランクだけではなく

て、一気に２段階、３段階下げることもできると

いうふうに聞いております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  先ほどかねだ委員からもちょっと指摘がござい

ましたけれども、この今回の評価がＢプラス、Ｂ

となっております。評価委員会の意見を尊重して

いくと、また今の制度だとこうなるということで

ございましたけれども、その評価項目で、利用者

の満足度、保護者アンケートでは、どういう声が

あったのか伺います。 

○住区推進課長 ワーカーズコープ４か所ございま

すけれども、基本的に４か所とも、保護者アンケ

ートを見ますと、全体の平均を上回るような高い

結果では出ておりました。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  その保護者からの御意見というところでは、本

当に現場の職員が、そうしたことがある中で、非

常に努力して頑張っていたのかなという、そうし

たことがこの保護者のアンケートにも出ていたの

かなと思います。 

  また、今後についてはしっかり検討を深めて、

先ほどあったとおりに、ガイドラインにしっかり

反映していただくよう我が党も求めるところでご

ざいます。 

  また、新宿区はワーカーズコープに対して１億

９，８００万円余の返還請求をしたと報道にあり

ました。また、他の自治体でもこの職員の水増し

の件の自治体があったと思いますけれども、その

自治体は今どうなっているのか。また、当区につ

いての返還請求というのは考えはどうなのか伺い

ます。 

○住区推進課長 新宿区さんの方ではああいった形

で結構な金額の返還請求を求めているというふう

に聞いております。また、それ以外のところにつ

きましても、配置ができなかった人件費分を返還

していただくようなことを聞いているところでご

ざいます。 

  足立区におきましても、１０か所の学童保育室

につきまして、令和４年度と令和５年の６月まで

の１５か月分について、配置ができていない日数

等を確認をしているところでございますので、そ

れとともに、返還金の算定方法についても今検討

を始めているところでございます。 

  できるだけ早期に御報告できるようにしていき

たいというふうに考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、請求額についても、また分かり次第ちょ

っと教えていただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  また、次に学童保育室の整備計画の見直しにつ
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いてでありますけれども、民設学童保育室の誘致

では公募はいつから予定をしているのか、また待

機児童が多く見込まれる全ての地域での公募を要

望してきましたが、確認ですが、いかがでしょう

か。 

○住区推進課長 民設学童保育室の公募につきまし

ては、令和５年度から募集要領の公表を、まず一

次募集については検討をしているところでござい

ます。 

  先ほどの説明もございましたけれども、二次募

集については７月以降という形で２段階に分けて

行うことを検討しております。 

  令和６年５月になります。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、事業者からは収益がほとんど出ないとか、

また新規進出したいが家賃が高いとかいう、その

声を我が党としても聞いておりました。 

  またそこで、家賃補助の拡充であったり、人件

費を含めた補助金及び委託料の見直しを要望して

きましたけれども、具体的にいかがでしょうか。 

○住区推進課長 家賃補助の部分につきましては、

現状は２５万円までが１０分の１０補助、それか

ら２５万円を超える５０万円までを２分の１補助

というふうになっておりますが、その補助率を上

げるということを今予定して進めているところで

はございます。 

  また、人件費分につきましても、厚生労働省の

方の調査で、特別区の学童クラブの給与調査とい

うものがございまして、そこを見ながら、そこを

参考にさせていただきながら、適正な人件費の見

直しを図っていく予定でございます。 

○長井まさのり委員 そうですね、厚労省が示して

いる人件費の平均値というのがあるかと思います

ので、そうしたことも比較しながら、しっかり定

めていただきたいなと思いますけれども、また校

内学童保育室では、需要の高いところにおいて、

プレハブであったり余裕教室等の検討状況につい

ては、具体的にいかがでしょうか。 

○住区推進課長 今回見直しをしました整備計画を

基に、各小学校の余裕教室の状況をまず確認して

いる段階でございます。 

  今後、その洗い出しを行った上で個別に教育委

員会の方と、例えば動線の確保ができるかですと

か、セキュリティ上の問題などを確認していきた

いというふうに考えております。 

○長井まさのり委員 また、区有地の活用では具体

的にどうですか。 

○住区推進課長 資産管理課の方から提示を受けま

した未利用地の中で、今後の計画が決まっていな

い場所で、かつ学校からの距離が比較的近い場所

を今ピックアップをして現地確認などを行ってい

る状況でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  令和７年４月１日時点で待機児童解消ゼロを目

標に掲げているわけでございますので、しっかり

一つ一つ早期にしっかり検討を重ねていっていた

だきたいなと思います。 

  また、令和６年度、令和７年４月１日開設の整

備地区について、この表を見ていくと、一次募集

整備予定地区一覧で、令和７年のところを見ると、

千住西地区ばもう２３から５０になっている。興

本・扇でも１９から４２、鹿浜、関原地区でも同

様に倍以上の超過見込みとなっていますけれども、

この分析はどうなんですか。 

○住区推進課長 状況としましては、一般的には学

齢人口が減りつつも申請率が高まって増加してい

るという地域が一般的な状況なんですが、こうい

った今御指摘があったようなところにつきまして

は、学齢人口と申請率が同時に伸びているような

地域というふうに見ております。 
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○長井まさのり委員 分かりました。 

  また一方で、この二次募集、この下のところ二

次募集予定地区一覧では、竹ノ塚・六月地区で令

和８年からマイナスに転じているんですね、マイ

ナス３、マイナス３、マイナス６。青井地区でも

同様に、令和９年でマイナス８、令和１０年では

マイナス１４となっていますけれども、これは空

きが出ることかと思いますけれども、区としての

認識はどうですか。 

○地域のちから推進部長 現在お示しをしている数

字につきましては、弾力化を適用した状況での人

数のお示しをしておりますので、弾力化をやめて

しまえばゼロに近づく、マイナスではなくなると

いう地域がほとんどでございます。 

  区民の皆様がこれほど学童を増やすようにとい

うニーズをひしひしと感じておりますので、ここ

については、弾力化を適用しないで待機がないよ

うにということを目指していきたいということで、

これをつくらせていただいております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  今後においては、しっかりこの弾力化を見直し

て、しっかり定数を検討していくことも、今おっ

しゃったとおりに視野に入れていただきたいなと

思います。 

  また、東京都が新年度で認証学童クラブ制度を

創設ということで予算を付けていますけれども、

何かこれについて情報はつかんでいらっしゃいま

すか。 

○住区推進課長 現状そういった動きがあるという

ことは把握しておりますし、東京都の方にも確認

したところではございますが、まだその基準の中

身については検討中だということでございました

ので、引き続き状況を確認していきたいというふ

うに考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  新年度にモデル事業を展開というふうに聞いて

いますので、しっかりまた注視していただきたい

なと思います。 

  最後になりますけれども、令和７年４月１日時

点で待機児童ゼロ、解消に向けた区としての決意

をちょっと伺いたいと思います。 

○地域のちから推進部長 今回、当初予算、また６

月補正をお認めいただければ、条件を大幅に、好

条件に変えておりますので、多くの事業所の皆様

に手を挙げていただけると私期待しております。 

  手が挙がらなくても、働きかけて、複数の事業

所さんに働きかけて手を挙げていただけるように

努力をしていくのも我々の務めだと思っておりま

すので、引き続き頑張っていきたいと思っており

ます。 

○長井まさのり委員 令和７年度、５６０人増の目

標を掲げていますので、最後、教育長いかがです

か。 

○教育長 令和７年度からは、令和６年度からは教

育委員会の中で担当してまいります。今までのこ

とも含めて、併せていろいろな手段を使いながら、

来年の４月、ゼロに向けて取り組んでいきたいと

いうふうに思います。 

○伊藤のぶゆき委員 一つ確認をさせてください。 

  指定管理と担当課の評価が参考ということなん

ですけれども、この指定管理者と担当課と評価委

員というのは、各三者三様というか、要は同じチ

ェックシートを見てこの点数を出しているという

ことが前提ということでいいですか。 

○住区推進課長 細かなそのチェックシートの部分

までは統一で見ているものではございません。あ

くまでその項目、今のここに載せさせていただい

ております施設の清掃等という項目については、

事業者さんの方は各、それを見て確認をしており

ますし、私どもは私どもの方でのチェックシート
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で確認をしているというところにはなります。 

○伊藤のぶゆき委員 そういうことじゃなくて、要

はこの評価を出すときに、指定管理者が要するに

いろいろチェックするわけですよね、これ４点だ、

５点だ、自分たちが４点だ、５点だ。今度、担当

課がそれを見て、どれを見て、多分同じような内

容を見て、いやこれはあなたたち４点だと言った

けれども３点だよという評価を付けていて、更に

評価委員も同じ内容のものを見て、これは事業所

は４点と言っているけれども、担当課は３点だと

言っているけれども、いやこれは２点でしょうと

いう評価の仕方をしているんですかということを

聞いています。 

○地域のちから推進部長 伊藤委員御発言のとおり、

指定管理者は指定管理者でセルフチェックをして

いただいて、点数を付けていただいて、我々担当

課は担当課で付けて、それをセットでお示しをし

て評価委員会で点数を付けていただいているとい

う形になっております。 

○伊藤のぶゆき委員 そうすると、まずもう１点確

認したいんですけれども、ワーカーズコープに関

しては、４ページに入っている職員配置のシフト

体制とかという区の規定どおり適切に人員配置し

ているのかというのは両方とも１点ずつでいいの

かな。ちょっと細かい質問なんですけれども、４

ページの事業評価の適切な管理の履行というもの

の中の２番、適切な人員配置をしているか。 

  ４ページの上から２番目の職員配置の適切な人

員配置をしているかという評価点は、今回は当然

両方とも１点ずつ。評価委員じゃないですよ。参

考の中の指定管理者と担当課の点数は１点でいい

ということなんですかね。 

○住区推進課長 別冊の方で、各保育室のワーカー

ズコープ４か所の部分付けさせていただいており

ますけれども、職員配置の部分で言いますと、例

えば１ページのさかえっこ学童保育室で言います

と２点という評価になっております。 

○伊藤のぶゆき委員 分かりました。 

  ２点というのもまずおかしいし、あともう１点

が、この評価を評価委員会に出すときに、百歩譲

って、指定管理者が出している数字はいいんです

けれども、今回の規定で多分その指定管理者より

低い点数を出した場合に、その理由を評価委員に

丁寧に説明して評価をいただくというふうに変更

されているんですけれども、これ逆じゃないです

か。指定管理者の数字は出していいけれども、担

当課の数字は出さないで評価委員に評価してもら

った方が正確な数字が出るんじゃないのか。 

  要は、何でかというと、この担当課の考えに評

価委員が引っ張られているんじゃないかというん

です。要は評価委員が出した数字に対して、逆に

担当課が自分たちが出した数字と合わせて、自分

たちの評価がしっかりできているのかというのが、

これ逆にした方がもっと厳しくこの中の評価の基

準としてはできる。やっていることは一緒ですよ、

担当課も評価するんだから。ただ、評価委員に担

当課の数字は見せない方がいいんじゃないのかな

というのが、要するに区の中の勉強にもなるでし

ょうし、この評価委員も素直に評価できるんじゃ

ないのかなと思うんですけれども、いかがでしょ

う。 

○地域のちから推進部長 指定管理者のセルフの評

価を見せるかどうかというところも含めてですけ

れども、評価の仕方については先ほど来、答弁さ

せていただいておりますが、やはり見直しが必要

だと思っておりますので、どういうお見せの仕方

がいいのか、真っさらで評価していただくのがい

いのか、今のやり方がいいのか、伊藤委員御発言

のとおり、指定管理者の評価を、セルフ評価を見

せた上で評価していただくのがいいのか、様々検
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討はさせていただきたいと思っております。 

○伊藤のぶゆき委員 最後にします。 

  これは個人的な考えですけれども、指定管理の

数字は見せた方がいいと思うんです。指定管理が

どう考えているかだから。評価委員の数字を評価

委員の数字で出して、最後に担当課の数字を合わ

せた方が多分より平等というか、皆さんの中にも

ブラッシュアップされていくんじゃないのかなと

思います。 

  なぜなら、だって今回２点というのはおかしい

でしょう、どう考えても。分からないよ、私はお

かしいと思いますよ。そのことで大問題になって

いるのに、指定管理者の評価が２点で、担当課が

２点となったときに、じゃあ、この問題どうした

ら１点取るのという話になってきますよね、この

評価シートの中の話が。 

  なので、これは本当にさっき地域のちから推進

部長も今後考えていくということですけれども、

それをしっかりやっていかないと、さっき言った、

かねだ委員が言ったようにこの評価シート、多分

僕一番最初議員になったとき、この評価シートを

見て何を判断すればいいですかと言った覚えがあ

るんですけれども、この評価シートが何のために

あるかというのをしっかり考えていかないと、さ

っきかねだ委員や皆さんがおっしゃっているとお

り、ただただ評価をする、要するに何か表向きだ

けやっているような評価シートになってしまうと

思うので、ちょっとそれに関してはもう少し検討

していただければと、要望で構いません。 

○地域のちから推進部長 申し訳ありません。ワー

カーズコープの件につきましては、新田学園第二

学童については、指定管理者も１、我々も１。私

から見ると１すら許せない気持ちもあるんですが、

現行制度においては、これでやらせていただくし

かないというところが、先ほどからの答弁の繰り

返しで恐縮ですが、申し訳ありません。 

○ぬかが和子委員 ワーカーズコープの今回出た、

質疑も出ておりますけれども、いろいろ聞いてい

ると、なるほどと思ったのは、もちろん大前提と

して皆さんがおっしゃるとおり厳しく見なきゃい

けないというのはあるんですけれども、それとと

もに、今回の不適切な部分についてというのが、

子どもがいないときの午前中とか、そういうとこ

ろで人員配置を満たしていなかったことが中心で、

子どもがいる時間については満たしていたという

部分があるということも聞きました。 

  だから、先ほどアンケートで保護者の評判がい

いというのも、認可保育園でもそういうこと、新

田でありましたよね。経理はひどいのに、実際に

手厚い人員配置していて、それで保護者からの評

判は非常にいいということがあると。 

  だから、それは事実として見ながら、今後の評

価についても、やはり子どもにとってどうなのと

いうのを中心に置いてほしいと。そして、もちろ

ん厳しくというのは当然ですけれども、ただ力点

はやっぱり皆さんおっしゃるとおり、子どもにと

ってどうなのというところを中心に置いていただ

きたいと思っていますが、どうでしょうか。 

○地域のちから推進部長 私、法人の本部の上層部

の方との意見交換の際に、仮に子どもがいない時

間が１人欠けていたんだとしても、そこにスタッ

フがいれば、もっとより充実した学童保育室の運

営ができたんですよねという話をさせていただい

ております。 

  ぬかが委員御発言のとおり、子どもにとって何

が一番いいかといえば、しっかりした体制できち

んとやっていただくことが大前提ですので、そこ

についてはこれからも厳しく指導はさせていただ

きたいと思っております。 

○ぬかが和子委員 是非よろしくお願いします。 
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  それから、私もこの学童保育室整備計画見直し

案について、別添資料を読ませていただきました。 

  令和６年度の整備、報告資料の方では、第一次、

第二次ということで書かれていますけれども、２

３地区で、要は令和６年度に２５か所学童保育室

を整備して、そして令和７年度に開設をすると。

１年間で２５か所整備するんだと、先ほど決意も

教育長も言われていましたけれども、そして、人

件費の支援や家賃補助の見直しもされるというの

も、この間、この議会の中で繰り返し答弁もされ

ているということではあるんですが、それにして

も、去年１年間やって、これ全部２５か所民設民

営じゃないですか。そうすると、去年１年間で１

か所しか成立しなかったわけですよ。これ２５か

所１年間でという、決意はいいんですけれども、

見通し、その辺はどうなんですかね。 

○地域のちから推進部長 まだ募集はしてない現時

点において、もう既に数件お問合せをいただいて

おります。 

  去年もそうなんですが、やる気のある事業者さ

んはたくさんいたんですが、物件が見付からない

ですとか、家賃が折り合わない、家賃が折り合っ

たんだけれども途中で取られてしまったという話

がありますので、２５全部どうなのという懸念に

ついては、私も、もちろんぬかが委員が感じてい

らっしゃることはそのとおりだと思いますが、

我々としてはやはり２５全てを埋めたいというこ

とで考えておりますし、そのために条件を変えて

おりますので、集まってほしいと思っております。 

○ぬかが和子委員 ２５か所整備というのは、本当

に、すばらしいと思いますよ。是非実らせていた

だきたいんですが、本当に大丈夫なのかという懸

念は今のお話聞いていても、現時点では分からな

いですけれども、本当に、その状況等々が分かっ

たら、早急に早めに委員会、議会の方にも報告し

ていただきたいというふうに思います。 

  それから、整備計画の見直し案の中で、ほかの

ところなんですが、若干ちょっと気になっていて、

特別延長保育の拡大についてなんです。特別延長

保育の拡大については、考え方として、そのエリ

ア、その地域の中で特別延長保育がないところに

対しては働きかけをしていくということで、令和

６年度では、佐野、六木地区をはじめ、入谷、舎

人など５地区について働きかけをしていくんだと

いうことなんですが、ざっと見ただけでも、学童

保育室整備に当たっての地域割りの中で、興本・

扇地区もゼロだし、伊興北地区もゼロだし、江南

地区もゼロだし、少なくとも特別延長保育が１か

所もない地区というのは令和６年度に働きかけを

していただきたいと思っているんですが、どうで

しょうか。 

○住区推進課長 整備計画の方にも記載をさせてい

ただきましたけれども、地区ごとに今回見たとき

に、確かにぬかが委員おっしゃられるとおり、全

くその地区の中で特別延長ができてないというと

ころもございます。 

  今回、拡大の手法につきましては、まず民設学

童保育室を誘致する計画があるところはそちらで

特別延長も広げていきたいというのがまず一つご

ざいます。 

  その民設学童の公募をしないところについては、

住区センターに個別に働きかけていくという方針

で進めていきたいというふうに考えているところ

です。 

○地域のちから推進部長 今、住区推進課長御答弁

申し上げたとおりなんですが、仮に民設が手が挙

がらないとなってしまったときには、当然住区に

働きかけるべきだとは思っております。 

○ぬかが和子委員 今のお話でいくと、興本・扇地

区とか伊興北地区とか江南地区は、民設の応募を
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掛けるから、そこで実らせたいと。今ゼロであっ

ても。そうじゃなければ、是非、それはもう早い

うちにちょっと判断して、やっぱり１か所もない

という地区はなくすという目標を持って、新年度

頑張っていただきたいんですが。 

○地域のちから推進部長 実は住区センターの関係

者の皆様にお願いをすると、人が集まらない。今

回、学童だけではなく住区センターの人件費です

とか交通費も改善をさせていただいておりますの

で、住区センターでまずは人を取っていただいて、

学童にスタッフを特別延長の分も送り込んでいた

だけるような形での賃金と交通費の上昇させてお

りますので、そこについては今、ぬかが委員御発

言のとおり、早めに接触をするなり、工夫はして

いきたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 確かに今言われたとおりで、ざ

っと見たときにも、民設の学童保育室はほぼ１０

０％特別延長保育やっているけれども、一応区立

ということだけれども住区センター方式の学童保

育室については１０％ぐらいですものね。やっぱ

りそういう点では、是非積極的に働きかけをして

いただきたい。 

  とりわけ、住区センター方式若しくは区の学童

保育室のよさというのは、庭があったり、比較的

民設よりも施設的なゆとりがあるといいますか、

そういうところで保護者は過ごさせたいと思って

いる方もいるわけで、それが全くこの特別延長保

育から除外されてしまうような状況というのも是

非改善していただきたいと、これは要望で終わり

たいと思います。 

○水野あゆみ委員長 ほかにございませんか。 

○野沢てつや委員 学童保育室の整備計画について、

先ほど長井まさのり委員からお話があったと思う

んですけれども、千住西とか興本とか倍増してい

るところが、超過見込み数が倍増以上に増えてい

るところがあるんですけれども、この算出方法は

どういった算出方法になっていますでしょうか。 

○住区推進課長 算出方法につきましては、まず、

例えば現在の住基上、１歳から５歳までのお子さ

んの登録がございますので、地域ごとに、将来的

にはその方々がずれていくといいますか、いうよ

うな形でまず見込んでいるというところは、学齢

人口については見込んでおります。 

  そこに更に大規模なマンション開発などがあれ

ば、その部分を見込んで学齢人口を出しておりま

す。 

  また申請率につきましては、低学年、高学年分

けた上で、過去の増減ポイントというものを今回

の申請率に対して上乗せしていくような形で申請

率を出して、需要見込み数を出しているというと

ころになります。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  その需要予測見込みの手法というのは、一般的

に市区町村で行われている一般的なものなんでし

ょうか。 

○住区推進課長 申し訳ございません、ちょっと他

の学童保育室の計画がそもそもあるのかですとか、

その辺について算出方法についてもどういうふう

になっているかは把握しておりません。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  昨今、人口の流動化が激しくて、なかなか見込

み、需要予測を、見込みというのをされるのは難

しいんだと思います。 

  一方で、最近、先行自治体とかでＡＩによる需

要予測をやっているところがございますので、こ

ういったものに対して需要予測に対してＡＩ等を

活用してみるというのも一つの手法としてありか

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 ＡＩの活用がいいのかど

うかは検討させていただきたいと思いますが、少
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なくとも他の自治体の推計の出し方については、

参考にしていきたいと考えております。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  そうですね、やはり他の自治体、そしてＡＩの

需要予測と複合的に使っていただいて、正確な、

なるべく現実に近い値を出していただけるように

要望させていただきます。 

  それと、次に、子どもの健康・生活の状況とい

う報告なんですけれども、これはすごくいい報告

だと思います。 

  その中で、小学校入学前施設の状況のところで、

区立保育園とか私立幼稚園に通っている子たち、

いろいろいらっしゃるんですけれども、何か通っ

てないという子どもが０．４％か０．３％とかい

らっしゃるんですけれども、令和５年度の０．

３％というのは何人ぐらいになりますでしょうか。 

○こころとからだの健康づくり課長 すみません、

今、全ての対象人数が４，５８４名で、そこで回

答していただいたのが３，４６０名なので、その

０．３％、すみません、ちょっと掛け算ができな

いんですけれども、その０．３％です。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  通ってないに関しては、いろいろな理由がある

のかもしれませんけれども、小学校１年生の壁と

かございますので、本当にこういったかなり特殊

な事情になりますので、ここにちょっとスポット

ライトを当てて、小１の壁にぶち当たらないよう

な、そういった特別な配慮が必要かと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○こころとからだの健康づくり課長 こちらあくま

で調査結果として今こういう数字出ておりますが、

この結果、教育委員会だったり、あだち未来支援

室等と共有していますので、また何かしら検討し

ていきたいと考えております。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  あと、最後に、その右の方に運動の方、１週間

のうちほとんど全く運動しない子どもが本当にど

んどん増えていますけれども、これに対する対策

について教えていただけますでしょうか。 

○こころとからだの健康づくり課長 こちらも、確

かにどんどん増えておりまして、いろいろな原因

考えられるかなと思います。 

  こちらも教育委員会の方、連携しておりまして、

日々何かしら対応を考えているところでございま

す。 

○教育指導課長 この調査の項目、質問の仕方を見

てもらうと分かるんですけれども、学校外のこと

で言っているので、これ習い事とかやっぱり最近

なかなか共働きの家庭などは行きづらくなってい

たりとか、そういうところも原因かなと思ってい

ます。 

  学校では確実に体育で授業をやっておりますの

で、それとは別の話かなというふうに考えており

ます。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  そうですね、学校外でそういった運動しない子

が増えているということで、ですので、学校内で

更に運動を充実させていただけたらと思います。

以上です。 

○佐藤あい委員 私からも子どもの健康・生活実態

調査について確認をさせていただきたいと思いま

す。 

  回答票の回収件数が、前回の令和３年度と比較

をして下がっているというのは、どういった理由

からだとお考えでしょうか。 

○こころとからだの健康づくり課長 こちらの調査

方法、回収方法は全く前回と同じ方法を取ってお

ります。ただ、結果として下がっているというと

ころで、すみません、そちらの分析まではまだで

きていないというところでございます。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３２  

 

○佐藤あい委員 かしこまりました。とても子ども

施策だったりとかというところについて、この調

査というのはすごく有効ではないかなと考えてお

りますので、やはりまず回答いただけないと正確

な情報というのが収集できないかと思いますので、

回答率アップというところで、来年度以降の調査

については検討ということですけれども、どのよ

うな方向で考えていらっしゃるでしょうか。 

○こころとからだの健康づくり課長 まだ確定では

ないんですけれども、オンラインでの回答方法、

今検討しているところでございます。 

  ただ、オンラインですと、ちょっと回答率が上

がるのか下がるのか、これちょっとまだ分からな

いところで、ただ対策としまして、Ｃ４ｔｈ等使

いまして、リマインドというところで保護者の皆

さんに何回か回答をまた呼び掛ける方法を取って

いきたいなというところを検討しているところで

ございます。 

○佐藤あい委員 是非オンラインというのも、オン

ラインも紙も選べるみたいな形で、より回答をし

ていただきやすいような方法、あとＣ４ｔｈでの

リマインドというのもすごく有効だと思いますの

で、是非お願いをしたいなというところと、設問

数がこれ結構多いですよね。私も実はこの１年生

の対象になっていたものですから、紙を受け取り

まして、娘から。多過ぎるみたいな、どうしよう

みたいな思いで、ちゃんと答えました。ちゃんと

答えたんですけれども、やっているうちにちょっ

と正直多過ぎて、一遍に無理だなと言ってちょっ

と何日か掛けたんです。その内容、必要な情報を

精査するというのはいかがでしょうか。 

○こころとからだの健康づくり課長 今、佐藤委員

おっしゃるとおりでございまして、これまでどう

しても比較をする上で外せない質問等もございま

す。 

  ただ、ここで第１期としまして９年間一旦終わ

る節目になりますので、次回の検討としまして今

一緒にやっている東京医科歯科大学の先生方と、

オンラインであれば、設問数はかなり精査してい

かないと皆最後までやっていただけないのかなと

いう話も出ておりますので、しっかり精査させて

いただきたいと考えております。 

○佐藤あい委員 お願いいたします。 

○水野あゆみ委員長 そのほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○水野あゆみ委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 その他に移ります。 

○西の原ゆま委員 議会報告の資料の中で、４月の

保育園入所の申請で、第一次不承諾の通知を受け

取った人が９７１になりました。保育園入所の資

料の中にも、保育園はスマホからというキャッチ

フレーズでチラシが１枚入っていました。 

  オンライン申請について内容を知りたい方はこ

ちらというＱＲコードがあるので、そこに入って

みると、一つの項目で３行から６行の注意事項の

文が何と９項目もありました。 

  それについて、オンライン申請について質問し

たいと思います。 

  私の知人は、新宿区に住んでいますが、今年度

保育園の入所申請をしました。１人目の子どもの

ときも、まだオンライン申請がなかったため、今

回２人目の子どもの保育園の申請も慣れているた

め、紙の申請書類を窓口に持っていこうと思い、

実際に申請してきました。 

  １人目のときと同じように窓口で申請したそう

なんですけれども、そこで職員の方が全部チェッ

クをしてくれて、その場で就労証明書の書き方の
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ミスが気付いて、会社側が間違って就労時間の記

載をしていることを教えてくれて、再度就労証明

書を記入することを頼んだそうです。そこで間違

いに気が付かなかったら点数が低いままだったと

話してくれました。 

  確かに、コロナ禍においての３密を避けるため

であったり、お忙しい親のために２４時間申請で

きるのはありがたいオンライン申請なんですけれ

ども、窓口で職員が直接書類をチェックしてくれ

て、記入ミスがあればその場で教えてくれる。私

の知人も全部見てくれるから安心だよと教えてく

れました。 

  窓口申請の重要性も認識したきっかけとなった

んですけれども、足立区も同じように対応してい

ると思いますが、いかがですか。 

○子ども施設入園課長 まず、窓口での申請につき

ましては、西の原委員おっしゃるとおり、対面で

お互いに書類をチェックしながらこれはこうだね、

あれはこうだねという形で、例えば希望園の組合

せを数通りやるような組合せについてもこちらの

方で保護者の方から情報を伺ったまま、これでこ

ういう形で申込みとなりますけれども大丈夫です

かというのを一々確認しながらやっているという

ところでございます。 

  オンラインについては、一応頂いた書類をチェ

ックはして、何か不足があれば、また御連絡を差

し上げるという、ワンクッション置くような形に

はなっておりますが対応しているところでござい

ます。 

○西の原ゆま委員 相談があったママさんは、仕事

が朝から夕方までで、オンライン申請で保育園の

入所申込みを行いました。提出しなければいけな

い就労証明書も会社から提出してもらって、その

証明書をアップロードして足立区へ申請したそう

です。 

  しかし、実際はアップロードしたときの画像が

一時保存に保存されているだけで足立区に届いて

いないことが分かりました。 

  彼女は平日朝から夕方まで働いているため、就

労の指数が高くなるはずなのに、それが反映され

ていないことが明らかになりました。 

  先ほど述べたように、新宿の知人は窓口で見て

全部チェックしてくれたから、就労証明書の会社

のミスに気付くことができた、感謝していると話

しています。 

  オンラインでは提出したその瞬間に間違いに気

付くことができません。足立区のホームページの

オンライン申請の注意事項のところにも、書類の

添付漏れが大変多くなっております。申請完了前

に書類が正しく添付されているか御検討ください。

申請内容や添付資料に不備があった場合は区から

書類の再提出等の御案内をしておりますとありま

すが、実際にこのオンライン申請をしたママさん

は、自分が足立区に就労証明書を提出したと思っ

ていて、まさか一時保存で止まっていたとは気が

付きませんでした。完了したというメールは忙し

さに紛れて確認していなかったそうです。 

  このホームページの注意事項を更に見ていくと

も、申込み途中で入力内容の一時保存が可能です

が、一時保存の状態で受付完了とはなりませんの

で、必ず申込み受付内に申込みを再開し完了させ

てくださいとありました。 

  注意事項に書いてあるということは、このよう

な件が何件かあるのではないですか。 

○子ども施設入園課長 確かにおっしゃるとおり、

一時保存のままで終わっていたというのが数件あ

ったと記憶しております。ただ、その方たちにつ

きましてはリマインドのメールを送信するという

形で、手続が完了しておりませんので、早急にお

手続を完了してくださいということで、注意喚起
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をしているところでございます。 

○西の原ゆま委員 先ほどのママさんのように、や

っぱり忙しさに紛れていると、メールを見られな

くて、まさか自分が一時保存で止まっていたとい

うことを気が付かなかった方もいますので、やっ

ぱり注意してちゃんと見ていただきたいと思いま

す。 

  まして、このママさんは初めてのお子さんであ

ったので、ただでさえ保育園の申込みは大変だと

思います。本来、申込みの指数の点数が高いはず

のママさんが、実際、就労証明書の提出がされて

おらず、オンライン申請を行っていた事例からも、

顔と顔を見てコミュニケーションのやり取りを通

して信頼をつなげていって間違いに気づいたら、

それをその場で指摘してくれる窓口申請は重要だ

と思いますし、この窓口申請を希望する保護者も

いると思います。 

  オンライン申請の周知は、このようにチラシを

入れて告知している一方で、ホームページでは注

意事項がとても細かくて、理解するのが容易では

ないです。 

  同時に、オンライン申請でも添付漏れが大変多

くなっていると区が認識しているのであれば、丁

寧な説明や柔軟な対応が必要だと思いますが、ど

うですか。 

○子ども施設入園課長 あえて書類を添付しないと

いう方、手続をされる方もいらっしゃるので、一

概に何とも言えないところあるんですけれども、

少なくともこちらの方で丁寧に対応できる部分は

しっかりと対応していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○西の原ゆま委員 本当にこのママさんは保育園に

入りたくて頑張って就労証明書を提出したわけな

んですけれども、やはり頑張って保育園に入りた

いと思っている保護者の方をしっかりと支えなが

ら、寄り添って丁寧な説明や柔軟な対応が必要だ

と思いますので、そこを要望したいと思います。 

○水野あゆみ委員長 質疑なしと認めます。 

  以上で、子ども・子育て支援対策調査特別委員

会を終了いたします。 

午後３時３９分閉会 

 


